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【議案補充説明】 

 

１ 議案第 49 号 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正

する条例案 

 

１ 改正理由 

宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「法」という。）の規定による宅地造成等工

事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定を行うことに鑑み、土砂等の埋立て等の

許可及び届出に関する規定を整備するものです。 

 

２ 概要 

（１）土砂等の埋立て等の許可 

法で規制される土砂等の埋立て等及び法で宅地造成等に伴う災害の発生のおそ

れがないと認められる工事等として定められた土砂等の埋立て等については、三重

県土砂等の埋立て等の規制に関する条例（以下「条例」という。）の許可を要しない

こととします。 

 

（２）土砂等の埋立て等の届出 

条例の許可を要しないこととした土砂等の埋立て等については、生活環境の保全

のために届出を要することとします。また、届出においても住民への周知や土砂等

の搬入報告等の規定を設けます。 

 

（３）その他規定の整理 

無届けの土砂等の埋立て等の行為への命令や罰則等の規定を設けます。 

 

３ 施行期日 

令和７年５月 26 日から施行 
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議
案
第
四
十
九
号 

三
重
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

案 

右 

提 
出 

す 

る
䣎 

令
和
七
年
二
月
十
七
日 

三
重
県
知
事 

 

一 

見 

勝 

之 
 

 

三
重
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

三
重
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
䥹
令
和
元
年
三
重
県
条
例
第
二
十
六
号
䥺
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正

す
る
䣎 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

䥹
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
許
可
䥺 

䥹
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
許
可
䥺 

第
九
条 

土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
お
う
と
す
る

者
は
䣍
埋
立
て
等
区
域
ご
と
に
䣍
あ
ら
か
じ
め
知

事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ

し
䣍
次
に
掲
げ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
つ
い
て

は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

第
九
条 

土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
お
う
と
す
る

者
は
䣍
埋
立
て
等
区
域
ご
と
に
䣍
あ
ら
か
じ
め
知

事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ

し
䣍
次
に
掲
げ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
つ
い
て

は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

一
䦅
六 

䥹
略
䥺 

一
䦅
六 

䥹
略
䥺 

七 

鉱
山
保
安
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十

号
䥺
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
た
者
が
行
う
当
該

届
出
に
係
る
工
事
に
伴

う
土
砂
等
の
埋
立
て
等 

 

八
䦅
十 

䥹
略
䥺 

七
䦅
九 

䥹
略
䥺 

十
一 

次
条
に
規
定
す
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等 

 

 

䥹
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
届
出
䥺 

第
九
条
の
二 

次
に
掲
げ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等

䥹
前
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
土

砂
等
の
埋
立
て
等
を
除
く
䣎
䥺
を
行
お
う
と
す
る

者
は
䣍
埋
立
て
等
区
域
ご
と
に
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍

第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
䣎 

 

一 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
䥹
昭
和

三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
䥺
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
宅
地
造
成
等

工
事
規
制
区
域
又
は
同
法
第
二
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
特
定
盛
土
等

規
制
区
域
で
行
う
土
砂
等
の
埋
立
て
等
䥹
次
号  
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及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺 

二 
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行

令
䥹
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十
六
号
䥺
第
五
条

第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
工
事
に
伴
う
土
砂

等
の
埋
立
て
等 

 

三 

四
方
の
土
地
よ
り
低
い
窪
地
を
四
方
の
高

さ
に
合
わ
せ
て
嵩
上
げ
を
行
い
平
坦
に
す
る

土
砂
等
の
埋
立
て 

 

䥹
土
地
の
所
有
者
の
同
意
䥺 

䥹
土
地
の
所
有
者
の
同
意
䥺 

第
十
条 

第
九
条
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す

る
者
䥹
第
十
一
条
に
お
い
て
䣓
申
請
予
定
者
䣔
と

い
う
䣎
䥺
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
申
請
に
係
る
埋
立
て
等
が
行

わ
れ
る
土
地
の
所
有
者
に
対
し
䣍
当
該
申
請
が
䣍

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
䣬
て
は
同
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
䣍
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
同
項
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
䣍

そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
十
条 

前
条
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
䥹
次
条
に
お
い
て
䣓
申
請
予
定
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺

は
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
䣍
当
該
申
請
に
係
る
埋
立
て
等
が
行
わ
れ
る
土

地
の
所
有
者
に
対
し
䣍
当
該
申
請
が
䣍
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

䣬
て
は
同
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
䥹
同
項
第
一
号
の
生
年
月
日
を
除
く
䣎
䥺

を
䣍
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
あ
䣬
て
は
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
䥹
同
条
第
一
項
第
一
号
の
生
年
月

日
を
除
く
䣎
䥺
を
説
明
し
䣍
そ
の
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
申
請
に
係
る
埋
立
て
等

区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
に
対
し
䣍
同
条
第
二
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
䣍

そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
申
請
に
係
る
埋
立
て
等

区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
に
対
し
䣍
同
条
第
二
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
䥹
同
項
第
一

号
の
生
年
月
日
を
除
く
䣎
䥺
を
説
明
し
䣍
そ
の
同

意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
継
の
申
請
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
申
請
に
係
る
埋
立
て
等
区

域
内
の
土
地
の
所
有
者
に
対
し
䣍
同
条
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
䣍
そ

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
継
の
申
請
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
申
請
に
係
る
埋
立
て
等
区

域
内
の
土
地
の
所
有
者
に
対
し
䣍
同
条
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
䥹
同
項
第
一
号

の
生
年
月
日
を
除
く
䣎
䥺
を
説
明
し
䣍
そ
の
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
十
条
の
二 

第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
䥹
第
十
一
条
の
二
に
お
い
て
䣓
届
出
予
定

者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍
規
則
で
定  
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め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
届
出
に
係
る
埋
立
て

等
が
行
わ
れ
る
土
地
の
所
有
者
に
対
し
䣍
当
該
届

出
が
䣍
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
同
項
第
一
号
か
ら

第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
䣍
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
同

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明

し
䣍
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
変
更
の
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
届
出
に
係
る
埋
立
て
等

区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
に
対
し
䣍
同
条
第
二
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
䣍

そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
承
継
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
届
出
に
係
る
埋
立
て

等
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
に
対
し
䣍
同
条
第
二

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明

し
䣍
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

䥹
周
辺
地
域
の
住
民
へ
の
周
知
䥺 

䥹
周
辺
地
域
の
住
民
へ
の
周
知
䥺 

第
十
一
条 

申
請
予
定
者
は
䣍
当
該
許
可
の
申
請
に

先
立
䣬
て
䣍
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
埋

立
て
等
区
域
の
周
辺
地
域
の
住
民
に
対
し
䣍
第
十

二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
書
䥹
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
䣓
申
請
書
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
内
容
を

周
知
さ
せ
る
た
め
の
説
明
会
䥹
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
䣓
説
明
会
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
開
催
す
る
も
の

と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
申
請
予
定
者
は
䣍
そ
の
責
め

に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
説
明

会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
䣍
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
申
請
書
の
内
容
を

埋
立
て
等
区
域
の
周
辺
地
域
の
住
民
に
周
知
さ

せ
る
た
め
当
該
申
請
書
の
内
容
を
要
約
し
た
書

類
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
十
一
条 

申
請
予
定
者
は
䣍
当
該
許
可
の
申
請
に

先
立
䣬
て
䣍
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
埋

立
て
等
区
域
の
周
辺
地
域
の
住
民
に
対
し
䣍
次
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
書
䥹
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
䣓
申
請
書
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
内
容
を
周
知

さ
せ
る
た
め
の
説
明
会
䥹
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

䣓
説
明
会
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
開
催
す
る
も
の
と
す

る
䣎
た
だ
し
䣍
申
請
予
定
者
は
䣍
そ
の
責
め
に
帰

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
説
明
会
を

開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
䣍
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
申
請
書
の
内
容
を
埋
立

て
等
区
域
の
周
辺
地
域
の
住
民
に
周
知
さ
せ
る

た
め
当
該
申
請
書
の
内
容
を
要
約
し
た
書
類
の

提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
䣎 

２
䦅
４ 

䥹
略
䥺 

２
䦅
４ 

䥹
略
䥺 

第
十
一
条
の
二 

届
出
予
定
者
は
䣍
当
該
届
出
に
先

立
䣬
て
䣍
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
埋
立  
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【

議
案

補
充

説
明
】
 

て
等
区
域
の
周
辺
地
域
の
住
民
に
対
し
䣍
第
十
二

条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出
書
䥹
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
䣓
届
出
書
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
内
容

を
周
知
さ
せ
る
た
め
の
説
明
会
䥹
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
䣓
説
明
会
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
開
催
す
る
も

の
と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
届
出
予
定
者
は
䣍
そ
の
責

め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
説

明
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
䣍

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
届
出
書
の
内
容

を
埋
立
て
等
区
域
の
周
辺
地
域
の
住
民
に
周
知

さ
せ
る
た
め
当
該
届
出
書
の
内
容
を
要
約
し
た

書
類
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

説
明
会
に
係
る
届
出
の
内
容
に
つ
い
て
䣍
生
活

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
周
辺

地
域
の
住
民
は
䣍
当
該
説
明
会
の
開
催
の
日
か
ら

届
出
の
日
ま
で
の
間
に
䣍
当
該
届
出
予
定
者
に
対

し
䣍
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
䣍
こ
れ
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
䣎 

３ 

届
出
予
定
者
は
䣍
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明

会
の
開
催
の
状
況
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
意
見
書
の
概
要
及
び
そ
の
意
見
へ
の
対
応

状
況
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
䣍
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の

変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準

用
す
る
䣎 

䥹
申
請
等
の
手
続
䥺 

䥹
許
可
の
申
請
の
手
続
䥺 

第
十
二
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
䣍
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
十
二
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
䣍
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一 

氏
名
及
び
住
所
䥹
法
人
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の

名
称
䣍
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
䥺 

一 

氏
名
䣍
住
所
及
び
生
年
月
日
䥹
法
人
に
あ
䣬

て
は
䣍
そ
の
名
称
䣍
代
表
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
䥺 

二
䦅
十
二 

䥹
略
䥺 

二
䦅
十
二 

䥹
略
䥺 

２ 

䥹
略
䥺 

２ 

䥹
略
䥺 

３ 

前
二
項
の
申
請
書
に
は
䣍
第
十
条
第
一
項
の
同

意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
䣍
第
十
一
条
第
二

項
の
意
見
書
䣍
同
条
第
三
項
の
書
面
䣍
埋
立
て
等

３ 

前
二
項
の
申
請
書
に
は
䣍
第
十
条
第
一
項
の
同

意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
䣍
前
条
第
二
項
の

意
見
書
䣍
同
条
第
三
項
の
書
面
䣍
埋
立
て
等
区
域
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【

議
案

補
充

説
明
】
 

区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
図
面
そ
の

他
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
䣎 

及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
図
面
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
䣎 

４ 

䥹
略
䥺 

４ 

䥹
略
䥺 

第
十
二
条
の
二 
第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
䣍
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届

出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一 

氏
名
及
び
住
所
䥹
法
人
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の

名
称
䣍
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
䥺 

二 

土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
目
的 

三 

埋
立
て
等
区
域
の
位
置
及
び
規
模 

四 

管
理
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
管
理

事
務
所
に
置
く
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
職

名 

五 

土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
供
す
る
施
設
の
設

置
に
関
す
る
計
画 

六 

埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
量 

七 

土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
期
間 

八 

埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
搬
入

に
関
す
る
計
画 

九 

埋
立
て
等
区
域
外
へ
の
排
水
の
水
質
調
査

を
行
う
た
め
に
講
ず
る
措
置 

十 

土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
施
工
さ
れ
て
い
る

間
に
お
け
る
埋
立
て
等
区
域
の
周
辺
地
域
の

生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置 

十
一 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
䣍
規
則
で

定
め
る
事
項 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
埋
立
て
等
区
域

外
へ
の
搬
出
を
目
的
と
し
て
土
砂
等
の
埋
立
て

等
が
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
䣍
第
九
条
の
二
の

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
䣎 

一 

前
項
䥹
第
六
号
を
除
く
䣎
䥺
に
掲
げ
る
事
項

二 

年
間
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等

の
搬
入
の
予
定
量
及
び
搬
出
の
予
定
量 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
䣍
規
則
で
定

め
る
事
項 
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【

議
案

補
充

説
明
】
 

３ 

前
二
項
の
届
出
書
に
は
䣍
第
十
条
の
二
第
一
項

の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
䣍
第
十
一
条

の
二
第
二
項
の
意
見
書
䣍
同
条
第
三
項
の
書
面
䣍

埋
立
て
等
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
示
す

図
面
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

４ 

知
事
は
䣍
第
九
条
の
二
の
届
出
を
受
け
た
と
き

は
䣍
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
区
域
を
管
轄
す
る

市
町
長
へ
第
一
項
又
は
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

䥹
許
可
の
基
準
等
䥺 

䥹
許
可
の
基
準
等
䥺 

第
十
四
条 

䥹
略
䥺 

第
十
四
条 

䥹
略
䥺 

 
２ 

第
九
条
の
許
可
の
申
請
が
䣍
法
令
又
は
条
例
の

規
定
に
よ
る
許
可
䣍
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
要
す

る
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
䣬
て
䣍
当
該
行
為
に
つ

い
て
䣍
当
該
法
令
又
は
条
例
に
よ
り
土
砂
等
の
崩

落
䣍
飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
必
要

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
規
則

で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
䣍
前
項
第
五
号

及
び
第
六
号
の
規
定
は
䣍
適
用
し
な
い
䣎 

２ 

䥹
略
䥺 

３ 

䥹
略
䥺 

䥹
変
更
の
許
可
等
䥺 

䥹
変
更
の
許
可
等
䥺 

第
十
五
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該

許
可
に
係
る
第
十
二
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
䥹
規
則
で
定
め
る

軽
微
な
変
更
を
除
く
䣎
䥺
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
䣍
知
事
の
許
可
䥹
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
六
条

に
お
い
て
䣓
変
更
許
可
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
十
五
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該

許
可
に
係
る
第
十
二
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
䥹
規
則
で
定
め
る

軽
微
な
変
更
を
除
く
䣎
䥺
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
䣍
知
事
の
許
可
䥹
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
䣓
変
更
許
可
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

変
更
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

変
更
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一 

氏
名
及
び
住
所
䥹
法
人
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の

名
称
䣍
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
䥺 

一 

氏
名
䣍
住
所
及
び
生
年
月
日
䥹
法
人
に
あ
䣬

て
は
䣍
そ
の
名
称
䣍
代
表
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
䥺 

二
・
三 

䥹
略
䥺 

二
・
三 

䥹
略
䥺 

３
䦅
５ 

䥹
略
䥺 

３
䦅
５ 

䥹
略
䥺 

第
十
五
条
の
二 

第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者

は
䣍
当
該
届
出
に
係
る
第
十
二
条
の
二
第
一
項
各  
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【

議
案

補
充

説
明
】
 

号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
䥹
規

則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
䣎
䥺
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
䣍
知
事
に
そ
の
旨

を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

前
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
䣍

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一 

氏
名
及
び
住
所
䥹
法
人
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の

名
称
䣍
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
䥺 

二 

変
更
の
内
容
及
び
そ
の
理
由 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
䣍
規
則
で
定

め
る
事
項 

３ 

前
項
の
届
出
書
に
は
䣍
第
十
条
の
二
第
二
項
の

同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
䣍
第
十
一
条
の

二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の

意
見
書
及
び
同
条
第
三
項
の
書
面
䣍
変
更
に
係
る

埋
立
て
等
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
示
す

図
面
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

４ 

第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
第
一
項
の

規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
䣍
遅

滞
な
く
䣍
そ
の
旨
を
書
面
で
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

䥹
土
地
の
所
有
者
へ
の
通
知
䥺 

䥹
土
地
の
所
有
者
へ
の
通
知
䥺 

第
十
六
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該

許
可
を
受
け
た
日
後
遅
滞
な
く
䣍
第
十
条
第
一
項

の
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
に
䣍
当
該
許
可
に

係
る
申
請
が
䣍
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
当
該
許
可
に
係

る
同
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
を
䣍
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
䣬
て
は
当
該
許
可
に
係
る
同
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面

で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
十
六
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該

許
可
を
受
け
た
日
後
遅
滞
な
く
䣍
第
十
条
第
一
項

の
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
に
䣍
当
該
許
可
に

係
る
申
請
が
䣍
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
当
該
許
可
に
係

る
同
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
䥹
同
項
第
一
号
の
生
年
月
日
を
除
く
䣎
䥺
を
䣍

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
䣬
て
は
当
該
許
可
に
係
る
同
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
䥹
同
項
第
一
号
の

生
年
月
日
を
除
く
䣎
䥺
を
書
面
で
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
䣍
第
九
条
の
許
可
を
受

け
た
者
は
䣍
当
該
許
可
に
第
十
四
条
第
二
項
の
規

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
䣍
第
九
条
の
許
可
を
受

け
た
者
は
䣍
当
該
許
可
に
第
十
四
条
第
三
項
の
規
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定
に
よ
り
条
件
が
付
さ
れ
た
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍

当
該
許
可
を
受
け
た
日
後
遅
滞
な
く
䣍
前
項
に
規

定
す
る
事
項
の
ほ
か
䣍
当
該
条
件
の
内
容
を
第
十

条
第
一
項
の
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

定
に
よ
り
条
件
が
付
さ
れ
た
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍

当
該
許
可
を
受
け
た
日
後
遅
滞
な
く
䣍
前
項
に
規

定
す
る
事
項
の
ほ
か
䣍
当
該
条
件
の
内
容
を
第
十

条
第
一
項
の
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

変
更
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該
変
更
許
可
を

受
け
た
日
後
遅
滞
な
く
䣍
第
十
条
第
二
項
の
同
意

を
し
た
土
地
の
所
有
者
に
䣍
当
該
変
更
許
可
に
係

る
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
事
項
並
び
に
当
該
変
更
許
可
に
第
十
五
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
条
件
が
付
さ
れ
た
場
合
に
あ
䣬

て
は
当
該
条
件
の
内
容
を
䣍
書
面
で
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

変
更
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該
変
更
許
可
を

受
け
た
日
後
遅
滞
な
く
䣍
第
十
条
第
二
項
の
同
意

を
し
た
土
地
の
所
有
者
に
䣍
当
該
変
更
許
可
に
係

る
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

事
項
䥹
同
項
第
一
号
の
生
年
月
日
を
除
く
䣎
䥺
並

び
に
当
該
変
更
許
可
に
前
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
条

件
が
付
さ
れ
た
場
合
に
あ
䣬
て
は
当
該
条
件
の

内
容
を
䣍
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

４ 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
第
十
五
条
第

一
項
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と

き
は
䣍
遅
滞
な
く
䣍
当
該
変
更
に
係
る
埋
立
て
等

区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

４ 
第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
前
条
第
一
項

の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
䣍

遅
滞
な
く
䣍
当
該
変
更
に
係
る
埋
立
て
等
区
域
内

の
土
地
の
所
有
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
䣎 

第
十
六
条
の
二 

第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者

は
䣍
当
該
届
出
を
し
た
日
後
遅
滞
な
く
䣍
第
十
条

の
二
第
一
項
の
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
に
䣍

当
該
届
出
に
係
る
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
䣍
書
面
で

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
変
更
の
届
出
を
し

た
者
は
䣍
当
該
変
更
の
届
出
を
し
た
日
後
遅
滞
な

く
䣍
第
十
条
の
二
第
二
項
の
同
意
を
し
た
土
地
の

所
有
者
に
䣍
当
該
変
更
の
届
出
に
係
る
第
十
五
条

の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
を
䣍
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
第
十
五
条

の
二
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を

し
た
と
き
は
䣍
遅
滞
な
く
䣍
当
該
変
更
に
係
る
埋

立
て
等
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
に
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

䥹
土
砂
等
の
搬
入
の
報
告
䥺 

䥹
土
砂
等
の
搬
入
の
報
告
䥺 

第
十
八
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第

九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
当
該
許
可
又
は

第
十
八
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該

許
可
に
係
る
埋
立
て
等
区
域
に
土
砂
等
を
搬
入
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届
出
に
係
る
埋
立
て
等
区
域
に
土
砂
等
を
搬
入

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
䣍
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
䣍
当
該
土
砂
等
の
発
生
場
所
及
び
汚
染
の

お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
䣎 

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
䣍
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
䣍
当
該
土
砂
等
の
発
生
場
所
及
び
汚
染
の

お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
䣎 

２ 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
九
条
の

二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
し
た
結
果
を

知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
し

た
結
果
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

䥹
土
砂
等
管
理
台
帳
の
作
成
䥺 

䥹
土
砂
等
管
理
台
帳
の
作
成
䥺 

第
十
九
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第

九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
許
可
又
は
届
出
に
係
る
埋

立
て
等
に
使
用
し
た
土
砂
等
の
量
そ
の
他
の
規

則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
土
砂
等
管
理
台

帳
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
十
九
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
許
可
に
係
る
埋

立
て
等
に
使
用
し
た
土
砂
等
の
量
そ
の
他
の
規

則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
土
砂
等
管
理
台

帳
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

䥹
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
し
た
土
砂
等
の

量
の
報
告
䥺 

䥹
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
使
用
し
た
土
砂
等
の

量
の
報
告
䥺 

第
二
十
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第

九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
許
可
又
は
届
出
に
係
る
土

砂
等
の
埋
立
て
等
に
着
手
し
た
日
か
ら
䣍
定
期
的

に
䣍
前
条
の
土
砂
等
管
理
台
帳
の
写
し
を
添
付
し

て
䣍
当
該
許
可
又
は
届
出
に
係
る
埋
立
て
等
に
使

用
し
た
土
砂
等
の
量
䥹
当
該
許
可
の
申
請
が
第
十

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合

又
は
当
該
届
出
が
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
土
砂

等
の
搬
入
の
量
及
び
搬
出
の
量
䥺
を
知
事
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
二
十
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
許
可
に
係
る
土

砂
等
の
埋
立
て
等
に
着
手
し
た
日
か
ら
䣍
定
期
的

に
䣍
前
条
の
土
砂
等
管
理
台
帳
の
写
し
を
添
付
し

て
䣍
当
該
許
可
に
係
る
埋
立
て
等
に
使
用
し
た
土

砂
等
の
量
䥹
当
該
許
可
の
申
請
が
第
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
䣬
て

は
䣍
土
砂
等
の
搬
入
の
量
及
び
搬
出
の
量
䥺
を
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

䥹
水
質
調
査
等
䥺 

䥹
水
質
調
査
等
䥺 

第
二
十
一
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は

第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
許
可
又
は
届
出
に
係
る

土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
施
工
し
て
い
る
間
䣍
定
期

的
に
䣍
当
該
許
可
又
は
届
出
に
係
る
埋
立
て
等
区

域
外
へ
の
排
水
の
水
質
調
査
及
び
埋
立
て
等
区

域
内
の
土
壌
の
汚
染
状
況
の
調
査
を
行
い
䣍
そ
の

結
果
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た

第
二
十
一
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
許
可
に
係
る

土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
施
工
し
て
い
る
間
䣍
定
期

的
に
䣍
当
該
許
可
に
係
る
埋
立
て
等
区
域
外
へ
の

排
水
の
水
質
調
査
を
行
い
䣍
そ
の
結
果
を
知
事
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
気
象
条

件
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該

水
質
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
知
事
が
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だ
し
䣍
気
象
条
件
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
当
該
水
質
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
と
知
事
が
認
め
る
と
き
は
䣍
こ
の
限
り
で
な

い
䣎 

認
め
る
と
き
は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

２ 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
九
条
の

二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
当
該
許
可
若
し
く
は
届

出
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
完
了
し
䣍
又
は

廃
止
し
た
と
き
は
䣍
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
䣍
当
該
許
可
又
は
届
出
に
係
る
埋
立
て
等
区
域

外
へ
の
排
水
の
水
質
調
査
及
び
埋
立
て
等
区
域

内
の
土
壌
の
汚
染
状
況
を
調
査
し
䣍
そ
の
結
果
を

知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍

気
象
条
件
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ

り
当
該
水
質
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

知
事
が
認
め
る
と
き
は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

２ 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該
許
可
に

係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
完
了
し
䣍
又
は
廃
止

し
た
と
き
は
䣍
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍

当
該
許
可
に
係
る
埋
立
て
等
区
域
外
へ
の
排
水

の
水
質
調
査
及
び
埋
立
て
等
区
域
内
の
土
壌
の

汚
染
状
況
を
調
査
し
䣍
そ
の
結
果
を
知
事
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
気
象
条
件
そ

の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
水
質

調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
知
事
が
認
め

る
と
き
は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

３ 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
第
九
条
の

二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
当
該
許
可
若
し
く
は
届

出
に
係
る
埋
立
て
等
区
域
外
へ
の
排
水
が
規
則

で
定
め
る
水
質
の
基
準
䥹
第
二
十
六
条
第
五
項
に

お
い
て
䣓
水
質
基
準
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
適
合
し
て

い
な
い
こ
と
䣍
又
は
当
該
許
可
若
し
く
は
届
出
に

係
る
土
砂
等
が
土
砂
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
䣍
直
ち
に
そ
の
旨
を
知

事
に
報
告
す
る
と
と
も
に
䣍
そ
の
原
因
の
調
査
そ

の
他
当
該
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
り
生
じ
䣍
又

は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
生
活
環
境

の
保
全
上
の
支
障
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該
許
可
に

係
る
埋
立
て
等
区
域
外
へ
の
排
水
が
規
則
で
定

め
る
水
質
の
基
準
䥹
第
二
十
六
条
第
五
項
に
お
い

て
䣓
水
質
基
準
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
適
合
し
て
い
な

い
こ
と
䣍
又
は
当
該
許
可
に
係
る
土
砂
等
が
土
砂

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と

き
は
䣍
直
ち
に
そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
す
る
と
と

も
に
䣍
そ
の
原
因
の
調
査
そ
の
他
当
該
土
砂
等
の

埋
立
て
等
に
よ
り
生
じ
䣍
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を

除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
䣎 

䥹
標
識
の
掲
示
等
䥺 

䥹
標
識
の
掲
示
等
䥺 

第
二
十
二
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は

第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
許
可
又
は
届
出
に
係
る

埋
立
て
等
区
域
で
あ
䣬
て
公
衆
の
見
や
す
い
場

所
に
䣍
当
該
許
可
又
は
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
埋

立
て
等
が
施
工
さ
れ
て
い
る
間
䣍
氏
名
又
は
名
称

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
標
識

を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
二
十
二
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
当
該
許
可
に
係
る

埋
立
て
等
区
域
で
あ
䣬
て
公
衆
の
見
や
す
い
場

所
に
䣍
当
該
許
可
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が

施
工
さ
れ
て
い
る
間
䣍
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
標
識
を
掲
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

䥹
略
䥺 

２ 

䥹
略
䥺 

䥹
関
係
書
類
の
閲
覧
等
䥺 

䥹
関
係
書
類
の
閲
覧
等
䥺 

【第 49 号 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例案】                          

1
1



 
【

議
案

補
充

説
明
】
 

第
二
十
三
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は

第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
当
該
許
可
又

は
届
出
に
係
る
埋
立
て
等
が
施
工
さ
れ
て
い
る

間
䣍
当
該
許
可
又
は
届
出
に
係
る
埋
立
て
等
に
関

し
て
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
し

た
書
類
の
写
し
及
び
第
十
九
条
の
土
砂
等
管
理

台
帳
を
管
理
事
務
所
に
備
え
置
き
䣍
当
該
許
可
又

は
届
出
に
係
る
埋
立
て
等
に
関
し
土
砂
等
の
崩

落
䣍
飛
散
若
し
く
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
防
止
上

又
は
生
活
環
境
の
保
全
上
利
害
関
係
を
有
す
る

者
の
求
め
に
応
じ
䣍
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
䣎 

第
二
十
三
条 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当

該
許
可
に
係
る
埋
立
て
等
が
施
工
さ
れ
て
い
る

間
䣍
当
該
許
可
に
係
る
埋
立
て
等
に
関
し
て
こ
の

条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
た
書
類
の

写
し
及
び
第
十
九
条
の
土
砂
等
管
理
台
帳
を
管

理
事
務
所
に
備
え
置
き
䣍
当
該
許
可
に
係
る
埋
立

て
等
に
関
し
土
砂
等
の
崩
落
䣍
飛
散
若
し
く
は
流

出
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
又
は
生
活
環
境
の
保

全
上
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
求
め
に
応
じ
䣍
閲

覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該
許
可
に

係
る
埋
立
て
等
に
つ
い
て
䣍
次
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
䥹
完
了
及
び
廃
止
に
係
る
も
の
に
限

る
䣎
䥺
を
受
け
た
日
又
は
当
該
許
可
の
取
消
し
の

日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る

日
ま
で
䣍
第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者
は
䣍
当

該
届
出
に
係
る
埋
立
て
等
に
つ
い
て
䣍
次
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
䥹
完
了
及
び
廃
止
に
係
る
も
の
に
限

る
䣎
䥺
を
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
䣍

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
た
書

類
の
写
し
及
び
第
十
九
条
の
土
砂
等
管
理
台
帳

を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

第
九
条
の
許
可
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該
許
可
に

係
る
埋
立
て
等
に
つ
い
て
䣍
次
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
䥹
完
了
及
び
廃
止
に
係
る
も
の
に
限

る
䣎
䥺
を
受
け
た
日
又
は
当
該
許
可
の
取
消
し
の

日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る

日
ま
で
䣍
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出

し
た
書
類
の
写
し
及
び
第
十
九
条
の
土
砂
等
管

理
台
帳
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

知
事
は
䣍
第
九
条
の
許
可
の
申
請
又
は
第
九
条

の
二
の
届
出
が
あ
䣬
た
と
き
は
䣍
遅
滞
な
く
䣍
次

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
䥹
完
了
及
び
廃
止

に
係
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
又
は
次
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
䥹
完
了
及
び
廃
止
に
係
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
が

あ
䣬
た
日
ま
で
の
間
䣍
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
書
類
を
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

知
事
は
䣍
第
九
条
の
許
可
の
申
請
が
あ
䣬
た
と

き
は
䣍
遅
滞
な
く
䣍
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
䥹
完
了
及
び
廃
止
に
係
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺

が
あ
䣬
た
日
ま
で
の
間
䣍
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
た
書
類
を
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

䥹
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
完
了
等
の
届
出
等
䥺 

䥹
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
完
了
等
の
届
出
等
䥺 

第
二
十
四
条 

䥹
略
䥺 

第
二
十
四
条 

䥹
略
䥺 

２ 

知
事
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
䥹
休
止
し

た
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
再
開
し
た
場
合
の
届

出
を
除
く
䣎
䥺
が
あ
䣬
た
と
き
は
䣍
遅
滞
な
く
䣍

２ 

知
事
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
䥹
休
止
し

た
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
再
開
し
た
場
合
の
届

出
を
除
く
䣎
䥺
が
あ
䣬
た
と
き
は
䣍
遅
滞
な
く
䣍
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【

議
案

補
充

説
明
】
 

当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
第
十

四
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
同

条
第
二
項
䥹
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準

用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
の
規
定
に
係
る
許
可
の

内
容
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確

認
し
䣍
そ
の
結
果
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
䣎 

当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
第
十

四
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
並
び
に

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
䥹
第
十
五
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
の
規
定

に
係
る
許
可
の
内
容
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
確
認
し
䣍
そ
の
結
果
を
当
該
届
出
を

し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

３ 

䥹
略
䥺 

３ 

䥹
略
䥺 

４ 

第
一
項
の
規
定
は
䣍
第
九
条
の
二
の
届
出
を
し

た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎 

 

䥹
地
位
の
承
継
䥺 

䥹
地
位
の
承
継
䥺 

第
二
十
五
条 

䥹
略
䥺 

第
二
十
五
条 

䥹
略
䥺 

２ 

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一 

氏
名
及
び
住
所
䥹
法
人
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の

名
称
䣍
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
䥺 

一 
氏
名
䣍
住
所
及
び
生
年
月
日
䥹
法
人
に
あ
䣬

て
は
䣍
そ
の
名
称
䣍
代
表
者
の
氏
名
及
び
生
年

月
日
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
䥺 

二
・
三 

䥹
略
䥺 

二
・
三 

䥹
略
䥺 

３
䦅
５ 

䥹
略
䥺 

３
䦅
５ 

䥹
略
䥺 

第
二
十
五
条
の
二 

第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
た

者
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
又
は
同
条

の
届
出
を
し
た
者
か
ら
当
該
届
出
に
係
る
埋
立

て
等
区
域
の
土
地
の
所
有
権
そ
の
他
当
該
届
出

に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
う
権
原
を
取

得
し
た
者
は
䣍
当
該
届
出
を
し
た
者
が
有
し
て
い

た
同
条
の
届
出
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
䣎 

２ 

前
項
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
䣍
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

一 

氏
名
及
び
住
所
䥹
法
人
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の

名
称
䣍
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
䥺 

二 

第
九
条
の
二
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
及

び
住
所
䥹
法
人
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の
名
称
䣍
代

表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
䥺

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
䣍
規
則
で
定

め
る
事
項 

３ 

前
項
の
届
出
書
に
は
䣍
第
十
条
の
二
第
三
項
の
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【

議
案

補
充

説
明
】
 

同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
規
則

で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎

４ 

相
続
人
が
被
相
続
人
の
死
亡
後
九
十
日
以
内

に
第
二
項
の
届
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
䣍
被

相
続
人
の
死
亡
の
日
か
ら
そ
の
届
出
を
す
る
日

ま
で
は
䣍
被
相
続
人
が
し
た
第
九
条
の
二
の
届
出

は
䣍
そ
の
相
続
人
が
し
た
も
の
と
み
な
す
䣎 

䥹
命
令
䥺 

䥹
命
令
䥺 

第
二
十
六
条 

䥹
略
䥺 

第
二
十
六
条 

䥹
略
䥺 

２ 

䥹
略
䥺 

２ 

䥹
略
䥺 

３ 

知
事
は
䣍
第
二
十
四
条
第
三
項
又
は
第
二
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
䣍
土
砂
等
の
崩
落
䣍

飛
散
又
は
流
出
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
又
は
生

活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
い
と

き
は
䣍
相
当
の
期
限
を
定
め
て
䣍
必
要
な
措
置
を

講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

３ 

知
事
は
䣍
第
二
十
四
条
第
三
項
又
は
次
条
第
二

項
に
規
定
す
る
者
が
䣍
土
砂
等
の
崩
落
䣍
飛
散
又

は
流
出
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
又
は
生
活
環
境

の
保
全
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
は
䣍
相

当
の
期
限
を
定
め
て
䣍
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

４
・
５ 

䥹
略
䥺 

４
・
５ 

䥹
略
䥺 

第
二
十
六
条
の
二 

知
事
は
䣍
第
九
条
の
二
又
は
第

十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
届
出

を
せ
ず
に
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
䣬
た
者
に

対
し
䣍
相
当
の
期
限
を
定
め
て
䣍
当
該
埋
立
て
等

に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
全
部
又
は
一
部
を
撤

去
す
る
と
と
も
に
䣍
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ

と
を
命
じ
䣍
又
は
相
当
の
期
間
を
定
め
て
当
該
土

砂
等
の
埋
立
て
等
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
䣎 

２ 

知
事
は
䣍
第
九
条
の
二
の
届
出
に
係
る
埋
立
て

等
区
域
外
へ
の
排
水
が
水
質
基
準
に
適
合
し
な

い
こ
と
又
は
埋
立
て
等
区
域
内
の
土
壌
が
土
砂

基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
䣍

当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
䣍
そ
の
原
因
の
調
査

そ
の
他
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等

に
よ
り
生
じ
䣍
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
除
去
す
る

た
め
に
䣍
相
当
の
期
限
を
定
め
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
べ
き
こ
と
を
命
じ
䣍
又
は
相
当
の
期
間
を
定

め
て
当
該
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

䥹
許
可
の
取
消
し
等
䥺 

䥹
許
可
の
取
消
し
等
䥺 
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【

議
案

補
充

説
明
】
 

第
二
十
七
条 

知
事
は
䣍
第
九
条
の
許
可
を
受
け
た

者
が
次
の
各
号
䥹
第
九
号
を
除
く
䣎
䥺
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
当
該
許
可
を
取
り
消
し
䣍

又
は
次
の
各
号
䥹
第
一
号
䣍
第
五
号
か
ら
第
七
号

ま
で
及
び
第
十
号
を
除
く
䣎
䥺
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
若
し
く
は
第
九
条
の
二
の
届
出
を

し
た
者
が
次
の
各
号
䥹
第
一
号
䣍
第
三
号
か
ら
第

八
号
ま
で
及
び
第
十
号
を
除
く
䣎
䥺
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
相
当
の
期
間
を
定
め
て
当

該
許
可
又
は
届
出
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等

の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

第
二
十
七
条 

知
事
は
䣍
第
九
条
の
許
可
を
受
け
た

者
が
次
の
各
号
䥹
第
九
号
を
除
く
䣎
䥺
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
当
該
許
可
を
取
り
消
し
䣍

又
は
次
の
各
号
䥹
第
一
号
䣍
第
五
号
か
ら
第
七
号

ま
で
及
び
第
十
号
を
除
く
䣎
䥺
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
相
当
の
期
間
を
定
め
て
当
該
許

可
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
停
止
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

一 

䥹
略
䥺 

一 

䥹
略
䥺 

二 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
九
条

の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
若
し

く
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た

と
き
又
は
第
九
条
の
二
の
届
出
䣍
第
十
五
条
の

二
第
一
項
の
変
更
の
届
出
若
し
く
は
第
二
十

五
条
の
二
第
二
項
の
承
継
の
届
出
を
し
た
と

き
䣎 

二 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
九
条

の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
又
は

第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
䣎 

三
䦅
七 

䥹
略
䥺 

三
䦅
七 

䥹
略
䥺 

八 

第
十
四
条
第
二
項
䥹
第
十
五
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
の
規
定
に
よ

り
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
䣎 

八 

第
十
四
条
第
三
項
䥹
第
十
五
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
の
規
定
に
よ

り
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
䣎 

九 

䥹
略
䥺 

九 

䥹
略
䥺 

十 

第
二
十
六
条
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
違
反
し
た
と
き
䣎 

十 

前
条
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に

違
反
し
た
と
き
䣎 

２ 

䥹
略
䥺 

２ 

䥹
略
䥺 

䥹
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
係
る
土
地
の
所
有
者

の
義
務
䥺 

䥹
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
係
る
土
地
の
所
有
者

の
義
務
䥺 

第
二
十
八
条 

第
十
条
又
は
第
十
条
の
二
の
同
意

を
し
た
土
地
の
所
有
者
は
䣍
当
該
同
意
に
係
る
土

砂
等
の
埋
立
て
等
が
施
工
さ
れ
て
い
る
間
䣍
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
定
期
的
に
䣍
そ
の
施

工
の
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
二
十
八
条 

第
十
条
の
同
意
を
し
た
土
地
の
所

有
者
は
䣍
当
該
同
意
に
係
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等

が
施
工
さ
れ
て
い
る
間
䣍
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
䣍
定
期
的
に
䣍
そ
の
施
工
の
状
況
を
確
認

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

第
十
条
又
は
第
十
条
の
二
の
同
意
を
し
た
土

地
の
所
有
者
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
結

果
䣍
第
九
条
の
許
可
若
し
く
は
第
十
五
条
第
一
項

の
変
更
許
可
の
内
容
䥹
第
十
条
の
同
意
を
し
た
場

合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
䣎
次
条
第
一
項
第
一
号

２ 

第
十
条
の
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
は
䣍
前

項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
結
果
䣍
第
九
条
の
許
可

又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
の
内
容
䥹
第

十
条
の
同
意
を
し
た
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限

る
䣎
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
と
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に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
又
は
第
九
条
の
二
の
届
出
若

し
く
は
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
変
更
の
届
出

の
内
容
䥹
第
十
条
の
二
の
同
意
を
し
た
場
合
に
お

け
る
も
の
に
限
る
䣎
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
と
明
ら
か
に
異
な
る
土

砂
等
の
埋
立
て
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知

䣬
た
と
き
は
䣍
直
ち
に
䣍
当
該
埋
立
て
等
を
行
う

者
に
対
し
当
該
埋
立
て
等
の
中
止
又
は
原
状
回

復
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求

め
る
と
と
も
に
䣍
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

明
ら
か
に
異
な
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
䣬
た
と
き
は
䣍
直
ち
に
䣍
当

該
埋
立
て
等
を
行
う
者
に
対
し
当
該
埋
立
て
等

の
中
止
又
は
原
状
回
復
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
䣍
速
や
か
に

そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
二
十
九
条 

䥹
略
䥺 

第
二
十
九
条 

䥹
略
䥺 

第
二
十
九
条
の
二 

知
事
は
䣍
第
二
十
六
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
䣍
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を

命
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
䣍
当
該
命
令
を
受
け
た

者
が
期
限
ま
で
に
そ
の
命
令
に
係
る
措
置
を
講

じ
な
い
と
き
は
䣍
当
該
命
令
に
係
る
土
砂
等
の
埋

立
て
等
に
つ
い
て
第
十
条
の
二
の
同
意
を
し
た

土
地
の
所
有
者
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
に
対
し
䣍
当
該
命
令
に
係
る
措
置
を

講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

一 

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認

䥹
当
該
確
認
を
行
う
べ
き
時
期
に
お
い
て
䣍
第

九
条
の
二
の
届
出
又
は
第
十
五
条
の
二
第
一

項
の
変
更
の
届
出
の
内
容
と
明
ら
か
に
異
な

る
土
砂
等
の
埋
立
て
等
が
行
わ
れ
て
い
た
場

合
の
も
の
に
限
る
䣎
䥺
を
怠
䣬
た
者 

二 

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

を
怠
䣬
た
者 

２ 

知
事
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た

者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
で
あ
䣬
て
䣍
そ

の
者
に
対
し
䣍
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
講
じ
さ

せ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
䣍
当

該
勧
告
に
係
る
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

䥹
土
砂
等
搬
入
禁
止
区
域
の
指
定
䥺 

䥹
土
砂
等
搬
入
禁
止
区
域
の
指
定
䥺 

第
三
十
条 

知
事
は
䣍
埋
立
て
等
区
域
䥹
三
千
平
方

メ
䤀
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
䣎
䥺
及
び
そ
の
周

辺
の
区
域
に
お
い
て
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
継

第
三
十
条 

知
事
は
䣍
埋
立
て
等
区
域
䥹
三
千
平
方

メ
䤀
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
䣎
䥺
及
び
そ
の
周

辺
の
区
域
に
お
い
て
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
継
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続
す
る
こ
と
に
よ
り
䣍
人
の
生
命
䣍
身
体
又
は
財

産
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
で
あ
䣬
て
䣍
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
䣍
当
該
埋
立
て

等
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
を
䣍
六
月
を
超
え

な
い
範
囲
で
期
間
を
定
め
て
䣍
土
砂
等
の
搬
入
を

禁
止
す
る
区
域
䥹
以
下
䣓
土
砂
等
搬
入
禁
止
区
域
䣔

と
い
う
䣎
䥺
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎

た
だ
し
䣍
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
宅
地

造
成
等
工
事
規
制
区
域
又
は
同
法
第
二
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
特
定
盛
土

等
規
制
区
域
で
行
う
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
つ

い
て
は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

続
す
る
こ
と
に
よ
り
䣍
人
の
生
命
䣍
身
体
又
は
財

産
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
で
あ
䣬
て
䣍
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
䣍
当
該
埋
立
て

等
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
を
䣍
六
月
を
超
え

な
い
範
囲
で
期
間
を
定
め
て
䣍
土
砂
等
の
搬
入
を

禁
止
す
る
区
域
䥹
以
下
䣓
土
砂
等
搬
入
禁
止
区
域
䣔

と
い
う
䣎
䥺
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

２
䦅
７ 

䥹
略
䥺 

２
䦅
７ 

䥹
略
䥺 

䥹
公
表
䥺 

䥹
公
表
䥺 

第
三
十
四
条 

知
事
は
䣍
第
二
十
六
条
䣍
第
二
十
六

条
の
二
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
命
令
を
し
た
と
き
は
䣍
当
該
命
令
を
受
け
た
者

の
氏
名
又
は
名
称
䣍
住
所
及
び
当
該
命
令
の
内
容

を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

第
三
十
四
条 
知
事
は
䣍
第
二
十
六
条
又
は
第
二
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き

は
䣍
当
該
命
令
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
䣍

住
所
及
び
当
該
命
令
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と

が
で
き
る
䣎 

２ 

䥹
略
䥺 

２ 

䥹
略
䥺 

䥹
罰
則
䥺 

䥹
罰
則
䥺 

第
三
十
九
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
䣍
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
䣎 

第
三
十
九
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
䣍
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
䣎 

一 

䥹
略
䥺 

一 

䥹
略
䥺 

二 

第
九
条
䣍
第
九
条
の
二
䣍
第
十
五
条
第
一
項
䣍

第
十
五
条
の
二
第
一
項
䣍
第
二
十
五
条
第
一
項

又
は
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
て
䣍
第
九
条
の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項

の
変
更
許
可
若
し
く

は
第
二
十
五
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
ず
䣍
又
は
第
九
条
の
二
の
届

出
䣍
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
変
更
の
届
出
若

し
く
は
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
承
継
の

届
出
を
せ
ず
に
土
砂

等
の
埋
立
て
等
を
行
䣬

た
者 

二 

第
九
条
䣍
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
䣍
第
九
条
の
許

可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
䣍
又
は
第

二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
ず
に
土
砂

等
の
埋
立
て
等
を
行
䣬
た
者 

三 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
䣍
第
九
条

の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
若
し

三 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
䣍
第
九
条

の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
又
は
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く
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た

者
又
は
第
九
条
の
二
の
届
出
䣍
第
十
五
条
の
二

第
一
項
の
変
更
の
届
出
若
し
く
は
第
二
十
五

条
の
二
第
二
項
の
承
継
の
届
出
を
し
た
者 

第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者 

四 

第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又

は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
違
反
し
た
者 

四 

第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

第
四
十
条 

第
二
十
六
条
第
五
項
又
は
第
二
十
六

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

た
者
は
䣍
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
䣎 

第
四
十
条 

第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
違
反
し
た
者
は
䣍
一
年
以
下
の
懲
役
又
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
䣎 

第
四
十
一
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
䣍
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
䣎 

第
四
十
一
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
䣍
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
䣎 

一 

第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
二
十
九
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

者 

 

一 
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

に
違
反
し
た
者 

二 

䥹
略
䥺 

二 

䥹
略
䥺 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
䣍
三
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
䣎 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
䣍
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
䣎 

一 

第
十
五
条
第
五
項
䣍
第
十
五
条
の
二
第
四

項
䣍
第
十
七
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
䥹
第

二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
䣎
䥺
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
䣍
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

一 

第
十
五
条
第
五
項
䣍
第
十
七
条
又
は
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
䣍
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

二 

䥹
略
䥺 

二 

䥹
略
䥺 

附 

則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
条
例
は
䣍
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

䥹
経
過
措
置
䥺 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
九
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
行
う
当
該
許
可
等
に
係
る
土
砂
等

の
埋
立
て
等
に
つ
い
て
は
䣍
当
該
許
可
に
係
る
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
は
䣍
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
䣎 

 

䥹
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥺 

３ 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
䥹
令
和
六
年
三

重
県
条
例
第
四
十
一
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
十
七
条
の
う
ち
三
重
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
三
十
九
条
の
改
正
規

定
中 

䣓 

【第 49 号 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例案】                          
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補
充

説
明
】
 

二 

第
九
条
䣍
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
䣍
第
九
条
の
許

可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
䣍
又
は
第

二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
ず
に
土
砂

等
の
埋
立
て
等
を
行
䣬
た
と
き
䣎 

三 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
䣍
第
九
条

の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
又
は

第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
䣎

四 

第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
䣎 

二 

第
九
条
䣍
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
䣍
第
九
条
の
許

可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
䣍
又
は
第

二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
ず
に
土
砂

等
の
埋
立
て
等
を
行
䣬
た
者 

三 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
䣍
第
九
条

の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
又
は

第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者 

四 

第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

䣔 

を 

䣓 

二 

第
九
条
䣍
第
九
条
の
二
䣍
第
十
五
条
第
一
項
䣍

第
十
五
条
の
二
第
一
項
䣍
第
二
十
五
条
第
一
項

又
は
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
て
䣍
第
九
条
の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項

の
変
更
許
可
若
し
く
は
第
二
十
五
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
ず
䣍
又
は
第
九
条
の
二
の
届

出
䣍
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
変
更
の
届
出
若

し
く
は
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
承
継
の

届
出
を
せ
ず
に
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
䣬

た
と
き
䣎 

三 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
䣍
第
九
条

の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
若
し

く
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た

と
き
又
は
第
九
条
の
二
の
届
出
䣍
第
十
五
条
の

二
第
一
項
の
変
更
の
届
出
若
し
く
は
第
二
十

五
条
の
二
第
二
項
の
承
継
の
届
出
を
し
た
と

き
䣎 

四 

第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又

は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
違
反
し
た
と
き
䣎 

二 

第
九
条
䣍
第
九
条
の
二
䣍
第
十
五
条
第
一
項
䣍

第
十
五
条
の
二
第
一
項
䣍
第
二
十
五
条
第
一
項

又
は
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
て
䣍
第
九
条
の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項

の
変
更
許
可
若
し
く
は
第
二
十
五
条
第
一
項

の
承
認
を
受
け
ず
䣍
又
は
第
九
条
の
二
の
届

出
䣍
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
変
更
の
届
出
若

し
く
は
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
承
継
の

届
出
を
せ
ず
に
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
行
䣬

た
者 

三 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
䣍
第
九
条

の
許
可
䣍
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
許
可
若
し

く
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た

者
又
は
第
九
条
の
二
の
届
出
䣍
第
十
五
条
の
二

第
一
項
の
変
更
の
届
出
若
し
く
は
第
二
十
五

条
の
二
第
二
項
の
承
継
の
届
出
を
し
た
者 

 

四 

第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又

は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
違
反
し
た
者 

䣔 

に
改
め
る
䣎 

 

第
二
十
七
条
の
う
ち
三
重
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
四
十
条
の
改
正
規
定
中 

䣓 

第
四
十
条 

第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
䣍
そ
の
違
反
行
為
を
し

第
四
十
条 

第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
違
反
し
た
者
は
䣍
一
年
以
下
の
懲
役
又
は

【第 49 号 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例案】                          
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補
充

説
明
】
 

䣔 

を 

䣓 

第
四
十
条 

第
二
十
六
条
第
五
項
又
は
第
二
十
六

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

た
と
き
は
䣍
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
䣍
一
年

以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
䣎 

第
四
十
条 

第
二
十
六
条
第
五
項
又
は
第
二
十
六

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

た
者
は
䣍
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
䣎 

 

䣔 

に
改
め
る
䣎 

第
二
十
七
条
の
う
ち
三
重
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
四
十
一
条
の
改
正
規
定
中 

䣓 

䣔 

を 

䣓 

一 

第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
二
十
九
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

と
き
䣎 

一 

第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
二
十
九
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

者 

䣔 

に
改
め
る
䣎 

第
二
十
七
条
の
う
ち
三
重
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
四
十
三
条
の
改
正
規
定
中 

䣓 
䣔 

を 

䣓 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
䣍
三
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
䣎 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
䣍
三
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
䣎 

一 

第
十
五
条
第
五
項
䣍
第
十
五
条
の
二
第
四

項
䣍
第
十
七
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
䥹
第

二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

一 

第
十
五
条
第
五
項
䣍
第
十
五
条
の
二
第
四

項
䣍
第
十
七
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
䥹
第

二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

た
者
は
䣍
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
䣎 

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
䣎 

一 

第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

に
違
反
し
た
と
き
䣎 

一 
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

に
違
反
し
た
者 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
䣍
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
䣎 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
䣍
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
䣎 

一 

第
十
五
条
第
五
項
䣍
第
十
七
条
又
は
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
䣍
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
䣎 

一 

第
十
五
条
第
五
項
䣍
第
十
七
条
又
は
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
䣍
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

【第 49 号 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例案】                          
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を
含
む
䣎
䥺
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
䣍
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
䣎 

を
含
む
䣎
䥺
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
䣍
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

䣔 

に
改
め
る
䣎 

 

提
案
理
由 

 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
及
び
特
定
盛
土

等
規
制
区
域
の
指
定
を
行
う
こ
と
に
鑑
み
䣍
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
許
可
及
び
届
出
に
関
す
る
規
定
を

整
備
す
る
必
要
が
あ
る
䣎
こ
れ
が
䣍
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
䣎 

【第 49 号 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例案】                         
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【議案補充説明】 

２ 議案第 50 号 水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の

資格を定める条例等の一部を改正する条例案 

 

１ 改正理由 

水道法施行令の一部改正等に鑑み、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格につい

ての規定を整備するものです。 

 

２ 概要 

水道整備・管理行政に携わる職員数の減少に伴い、布設工事監督者や水道技術管理者

の確保が困難となっていることなどから、水道法施行令の資格要件が見直されたことを

受け、次の見直しを行います。 

（１）布設工事監督者の資格要件の見直し 

・実務経験年数として、現行の水道に関する実務経験に、工業用水道、下水道、道

路及び河川分野の実務経験を算入可能とする。 

・学歴及び学科要件として、現行の土木工学科（土木科）の課程に、機械工学や電

気工学等の課程を追加する。 

・国家資格として、現行の技術士に、１級土木施工管理技士を追加する。 

（２）水道技術管理者の資格要件の見直し 

・国家資格として、技術士及び１級土木施工管理技士を加える。 

 

【参考】 

布設工事監督者及び水道技術管理者の資格については、それぞれ水道法第 12 条

第２項及び第 19 条第３項により、水道事業者が地方公共団体である場合にあって

は水道法施行令で定める資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定めることとさ

れています。 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行 
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議
案
第
五
十
号 

 
 

 

水
道
の
布
設
工
事
䣍
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格

を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

右 

提 
出 

す 

る
䣎 

令
和
七
年
二
月
十
七
日 

三
重
県
知
事 

 

一 

見 

勝 

之 
 

 

水
道
の
布
設
工
事
䣍
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

䥹
水
道
の
布
設
工
事
䣍
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る
条
例
の
一

部
改
正
䥺 

第
一
条 

水
道
の
布
設
工
事
䣍
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る
条
例

䥹
平
成
二
十
四
年
三
重
県
条
例
第
四
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
䣎 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

䥹
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
䥺 

䥹
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
䥺 

第
三
条 

法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

資
格
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

第
三
条 
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

資
格
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

一 

学
校
教
育
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
䥺
に
よ
る
大
学
䥹
短
期
大
学
を
除
く
䣎
以

下
同
じ
䣎
䥺
又
は
旧
大
学
令
䥹
大
正
七
年
勅
令

第
三
百
八
十
八
号
䥺
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
土

木
工
学
科
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
後
䣍
三
年
以
上
水
道
䣍
工
業
用

水
道
䣍
下
水
道
䣍
道
路
又
は
河
川
䥹
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
䣓
水
道
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
関
す

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
䥹
一
年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上

の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限

る
䣎
䥺 

一 

学
校
教
育
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
䥺
に
よ
る
大
学
䥹
短
期
大
学
を
除
く
䣎
以

下
同
じ
䣎
䥺
の
土
木
工
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に

相
当
す
る
課
程
に
お

い
て
衛
生
工
学
若
し
く

は
水
道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
を
修
め
て
卒

業
し
た
後
䣍
又
は
旧
大
学
令
䥹
大
正
七
年
勅
令

第
三
百
八
十
八
号
䥺
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
土

木
工
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
後
䣍
二
年
以
上
水
道
に
関

す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者 

二 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
旧
大
学
令

に
よ
る
大
学
に
お
い
て
機
械
工
学
科
若
し
く

は
電
気
工
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
䣍
四
年
以
上
水
道
等

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者
䥹
二
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に

限
る
䣎
䥺 

二 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
土
木
工
学
科

又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生

工
学
及
び
水
道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
以
外

の
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
䣍
三
年
以
上

水
道
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
た

経
験
を
有
す
る
者 
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三 

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
䥹
同
法
に
よ

る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
䥹
以
下
䣓
専
門
職

大
学
前
期
課
程
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
含
む
䣎
䥺
若

し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学
校
令

䥹
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
䥺
に
よ
る

専
門
学
校
䥹
次
号
に
お
い
て
䣓
短
期
大
学
等
䣔

と
い
う
䣎
䥺
に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ
に
相

当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
䥹
専
門
職

大
学
前
期
課
程
に
あ
䣬
て
は
䣍
修
了
し
た
後
䣎

次
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
䣍
五
年
以
上
水
道
等

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者
䥹
二
年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る

技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者
に
限
る
䣎
䥺 

三 

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
䥹
同
法
に
よ

る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
䣎
䥺
若
し

く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学
校
令
䥹
明

治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
䥺
に
よ
る
専
門

学
校
に
お
い
て
土
木

科
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
䥹
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
䣬
て
は
䣍
修
了

し
た
後
䥺
䣍
五
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上

の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

四 

短
期
大
学
等
に
お
い
て
機
械
科
若
し
く
は

電
気
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
後
䣍
六
年
以
上
水
道
等
に
関
す

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
䥹
三
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
䣎
䥺

 

五 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は

中
等
教
育
学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
䥹
昭
和
十

八
年
勅
令
第
三
十
六
号
䥺
に
よ
る
中
等
学
校

䥹
次
号
に
お
い
て
䣓
高
等
学
校
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺

に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
䣍
七
年
以
上
水
道
等

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者
䥹
三
年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る

技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者
に
限
る
䣎
䥺 

四 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は

中
等
教
育
学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
䥹
昭
和
十

八
年
勅
令
第
三
十
六
号
䥺
に
よ
る
中
等
学
校
に

お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
後
䣍
七
年
以
上
水
道
に
関

す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者 

六 

高
等
学
校
等
に
お
い
て
機
械
科
若
し
く
は

電
気
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
後
䣍
八
年
以
上
水
道
等
に
関
す

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
䥹
四
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
䣎
䥺

 

七 

十
年
以
上
水
道
等
の
工
事
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
䥹
五

年
以
上
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実

五 

十
年
以
上
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上

の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 
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務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
䣎
䥺

八 

第
一
号
又
は
第
二
号
の
卒
業
者
で
あ
䣬
て
䣍

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
研
究
科
に
お
い

て
一
年
以
上
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工
学

に
関
す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
䣍
又
は
大
学
の

専
攻
科
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道

工
学
に
関
す
る
専
攻
を
修
了
し
た
後
䣍
第
一
号

の
卒
業
者
に
あ
䣬
て
は
二
年
以
上
䣍
第
二
号
の

卒
業
者
に
あ
䣬
て
は
三
年
以
上
水
道
等
に
関

す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者
䥹
第
一
号
の
卒
業
者
に
あ
䣬
て
は
一
年

以
上
䣍
第
二
号
の
卒
業
者
に
あ
䣬
て
は
一
年
六

月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従

事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
䣎
䥺 

六 

第
一
号
又
は
第
二
号
の
卒
業
者
で
あ
䣬
て
䣍

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
院
研
究
科
に
お

い
て
一
年
以
上
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工

学
に
関
す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
䣍
又
は
大
学

の
専
攻
科
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
水

道
工
学
に
関
す
る
専
攻
を
修
了
し
た
後
䣍
第
一

号
の
卒
業
者
に
あ
䣬
て
は
一
年
以
上
䣍
第
二
号

の
卒
業
者
に
あ
䣬
て
は
二
年
以
上
水
道
に
関

す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者 

九 

外
国
の
学
校
に
お
い
て
䣍
第
一
号
か
ら
第
六

号
ま
で
に
規
定
す
る
課
程
に
相
当
す
る
課
程

を
䣍
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に

お
い
て
修
得
す
る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
得

し
た
後
䣍
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
最

低
経
験
年
数
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上

の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
䥹
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
水
道
等
の
最
低

経
験
年
数
の
二
分
の
一
以
上
水
道
に
関
す
る

技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者
に
限
る
䣎
䥺 

七 

外
国
の
学
校
に
お
い
て
䣍
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
に
規
定
す
る
課
程
及
び
学
科
目
又
は

第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す
る
課
程

に
相
当
す
る
課
程
又
は
学
科
目
を
䣍
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得

す
る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
得
し
た
後
䣍
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
最
低
経
験
年
数

以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者 

十 

技
術
士
法
䥹
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五

号
䥺
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試

験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格
し
た
者
䥹
選

択
科
目
と
し
て
上
水

道
及
び
工
業
用
水
道
を

選
択
し
た
も
の
に
限
る
䣎
䥺
で
あ
䣬
て
䣍
一
年

以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従

事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
䥹
六
月
以
上
水
道

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺 

八 

技
術
士
法
䥹
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五

号
䥺
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試

験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格
し
た
者
䥹
選

択
科
目
と
し
て
上
水

道
及
び
工
業
用
水
道
を

選
択
し
た
も
の
に
限
る
䣎
䥺
で
あ
䣬
て
䣍
一
年

以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
も
の 

 

九 

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
前
各
号
に

掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
技
能
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者 

十
一 

建
設
業
法
施
行
令
䥹
昭
和
三
十
一
年
政
令

第
二
百
七
十
三
号
䥺
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
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第
二
項
の
規
定
に
よ

る
土
木
施
工
管
理
に
係

る
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
䣬

て
䣍
三
年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
䥹
一
年
六

月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従

事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺 

䥹
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
䥺 

䥹
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
䥺 

第
四
条 

法
第
三
十
一
条
及
び
法
第
三
十
四
条
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定

す
る
条
例
で
定
め
る
資
格
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す

る
䣎 

第
四
条 

法
第
三
十
一
条
及
び
法
第
三
十
四
条
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定

す
る
条
例
で
定
め
る
資
格
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す

る
䣎 

一 

前
条
第
一
号
䣍
第
三
号
又
は
第
五
号
に
規
定

す
る
学
校
に
お
い
て
土
木
工
学
科
若
し
く
は

土
木
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
後
䥹
専
門
職
大
学
前
期
課
程
に

あ
䣬
て
は
䣍
修
了
し
た
後
䥺
䣍
同
条
第
一
号
に

規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は

三
年
以
上
䣍
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
を

卒
業
し
た
者
䥹
専
門
職
大
学
前
期
課
程
に
あ
䣬

て
は
䣍
修
了
し
た
者
䥺
に
つ
い
て
は
五
年
以
上
䣍

同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た

者
に
つ
い
て
は
七
年

以
上
水
道
に
関
す
る
技

術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

一 

前
条
の
規
定
に
よ
り
水
道
の
布
設
工
事
監

督
者
た
る
資
格
を
有
す
る
者 

二 

前
条
第
一
号
䣍
第
三
号
又
は
第
五
号
に
規
定

す
る
学
校
に
お
い
て
工
学
䣍
理
学
䣍
農
学
䣍
医

学
若
し
く
は
薬
学
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相

当
す
る
課
程
䥹
土
木
工
学
科
及
び
土
木
科
並
び

に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
除
く
䣎
䥺
を
修

め
て
卒
業
し
た
後
䥹
専
門
職
大
学
前
期
課
程
に

あ
䣬
て
は
䣍
修
了
し
た
後
䥺
䣍
同
条
第
一
号
に

規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は

四
年
以
上
䣍
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
を

卒
業
し
た
者
䥹
専
門
職
大
学
前
期
課
程
に
あ
䣬

て
は
䣍
修
了
し
た
者
䥺
に
つ
い
て
は
六
年
以
上
䣍

同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た

者
に
つ
い
て
は
八
年

以
上
水
道
に
関
す
る
技

術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

二 

前
条
第
一
号
䣍
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定

す
る
学
校
に
お
い
て
土
木
工
学
以
外
の
工
学
䣍

理
学
䣍
農
学
䣍
医
学
若
し
く
は
薬
学
に
関
す
る

学
科
目
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
科
目
を

修
め
て
卒
業
し
た
後
䥹
学
校
教
育
法
に
よ
る
専

門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
䣬
て
は
䣍
修
了
し

た
後
䥺
䣍
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒

業
し
た
者
に
つ
い
て
は
四
年
以
上
䣍
同
条
第
三

号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
䥹
同
法
に

よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
䣬
て
は
䣍

修
了
し
た
者
䥺
に
つ
い
て
は
六
年
以
上
䣍
同
条

第
四
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に

つ
い
て
は
八
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上

の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

三 

䥹
略
䥺 

三 

䥹
略
䥺 

四 

前
条
第
一
号
䣍
第
三
号
又
は
第
五
号
に
規
定

四 

前
条
第
一
号
䣍
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
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す
る
学
校
に
お
い
て
䣍
工
学
䣍
理
学
䣍
農
学
䣍

医
学
及
び
薬
学
に
関
す
る
課
程
並
び
に
こ
れ

ら
に
相
当
す
る
課
程
以
外
の
課
程
を
修
め
て

卒
業
し
た
䥹
当
該
課
程
を
修
め
て
専
門
職
大
学

前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
䣎
䥺
後
䣍

同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た

者
に
つ
い
て
は
五
年
以
上
䣍
同
条
第
三
号
に
規

定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
䥹
専
門
職
大
学
前

期
課
程
に
あ
䣬
て
は
䣍
修
了
し
た
者
䥺
に
つ
い

て
は
七
年
以
上
䣍
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
学

校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
九
年
以
上
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者 

す
る
学
校
に
お
い
て
䣍
工
学
䣍
理
学
䣍
農
学
䣍

医
学
及
び
薬
学
に
関
す
る
学
科
目
並
び
に
こ

れ
ら
に
相
当
す
る
学
科
目
以
外
の
学
科
目
を

修
め
て
卒
業
し
た
䥹
当
該
学
科
目
を
修
め
て
学

校
教
育
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課

程
䥹
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
䣓
専
門
職
大
学
前

期
課
程
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
修
了
し
た
場
合
を
含

む
䣎
䥺
後
䣍
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
の

卒
業
者
に
つ
い
て
は
五
年
以
上
䣍
同
条
第
三
号

に
規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
䥹
専
門
職
大
学
前

期
課
程
の
修
了
者
を
含
む
䣎
次
号
に
お
い
て
同

じ
䣎
䥺
に
つ
い
て
は
七
年
以
上
䣍
同
条
第
四
号

に
規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
に
つ
い
て
は
九

年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従

事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

五 

外
国
の
学
校
に
お
い
て
䣍
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
に
規
定
す
る
課
程
又
は
前
号
に
規
定

す
る
課
程
に
相
当
す
る
課
程
を
䣍
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得
す

る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
得
し
た
後
䣍
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
の
学
校
を
卒
業
し
た
者
䥹
専
門
職

大
学
前
期
課
程
に
あ
䣬
て
は
䣍
修
了
し
た
者
䥺

ご
と
に
規
定
す
る
最
低
経
験
年
数
以
上
水
道

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者 

五 
外
国
の
学
校
に
お
い
て
䣍
第
二
号
に
規
定
す

る
学
科
目
又
は
前
号
に
規
定
す
る
学
科
目
に

相
当
す
る
学
科
目
を
䣍
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

規
定
す
る
学
校
に
お

い
て
修
得
す
る
程
度
と

同
等
以
上
に
修
得
し
た
後
䣍
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
の
卒
業
者
ご
と
に
規
定
す
る
最
低
経
験
年

数
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従

事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

六 

国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
登
録
を

受
け
た
者
が
行
う
水
道
の
管
理
に
関
す
る
講

習
の
課
程
を
修
了
し
た
者 

六 

厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行

う
水
道
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修

了
し
た
者 

 

七 

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
第
二
号
か

ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
技

能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者 

七 

技
術
士
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
次
試
験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格

し
た
者
䥹
選
択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業

用
水
道
を
選
択
し
た
も
の
に
限
る
䣎
䥺
で
あ
䣬

て
䣍
一
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務

に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の 

 

八 

建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
四
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
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係
る
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ

䣬
て
䣍
三
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の 

２ 

一
日
最
大
給
水
量
が
一
万
立
方
メ
䤀
ト
ル
以

下
で
あ
る
専
用
水
道
に
つ
い
て
は
䣍
前
項
第
一
号

中
䣓
三
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
一
年
六
月
以
上
䣔

と
䣍
䣓
五
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
二
年
六
月
以

上
䣔
と
䣍
䣓
七
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
三
年
六

月
以
上
䣔
と
䣍
同
項
第
二
号
中
䣓
四
年
以
上
䣔
と

あ
る
の
は
䣓
二
年
以
上
䣔
と
䣍
䣓
六
年
以
上
䣔
と

あ
る
の
は
䣓
三
年
以
上
䣔
と
䣍
䣓
八
年
以
上
䣔
と

あ
る
の
は
䣓
四
年
以
上
䣔
と
䣍
同
項
第
三
号
中
䣓
十

年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
五
年
以
上
䣔
と
䣍
同
項

第
四
号
中
䣓
五
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
二
年
六

月
以
上
䣔
と
䣍
䣓
七
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
三

年
六
月
以
上
䣔
と
䣍
䣓
九
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は

䣓
四
年
六
月
以
上
䣔
と
䣍
同
項
第
五
号
中
䣓
最
低

経
験
年
数
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
最
低
経
験
年
数

の
二
分
の
一
以
上
䣔
と
䣍
同
項
第
七
号
中
䣓
一
年

以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
六
月
以
上
䣔
と
䣍
同
項
第

八
号
中
䣓
三
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
一
年
六
月

以
上
䣔
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎

２ 

一
日
最
大
給
水
量
が
千
立
方
メ
䤀
ト
ル
以
下

で
あ
る
専
用
水
道
に
つ
い
て
は
䣍
前
項
第
二
号
中

䣓
四
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
二
年
以
上
䣔
と
䣍

䣓
六
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
三
年
以
上
䣔
と
䣍

䣓
八
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
四
年
以
上
䣔
と
䣍

同
項
第
三
号
中
䣓
十
年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
五

年
以
上
䣔
と
䣍
同
項
第
四
号
中
䣓
五
年
以
上
䣔
と

あ
る
の
は
䣓
二
年
六
箇
月
以
上
䣔
と
䣍
䣓
七
年
以

上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
三
年
六
箇
月
以
上
䣔
と
䣍
䣓
九

年
以
上
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
四
年
六
箇
月
以
上
䣔
と
䣍

同
項
第
五
号
中
䣓
最
低
経
験
年
数
以
上
䣔
と
あ
る

の
は
䣓
最
低
経
験
年
数
の
二
分
の
一
以
上
䣔
と
䣍

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

䥹
水
道
の
布
設
工
事
䣍
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
䥺 

第
二
条 

水
道
の
布
設
工
事
䣍
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
䥹
令
和
二
年
三
重
県
条
例
第
二
十
四
号
䥺
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
䣎 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

附 

則 

１ 

䥹
略
䥺 

１ 

䥹
略
䥺 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
技
術

士
法
䥹
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
䥺
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち

上
下
水
道
部
門
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者
で

あ
䣬
て
䣍
選
択
科
目
と
し
て
水
道
環
境
を
選
択
し

た
も
の
は
䣍
第
三
条
第
十
号
及
び
第
四
条
第
七
号

の
適
用
に
つ
い
て
は
䣍
同
法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
技
術

士
法
䥹
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
䥺
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち

上
下
水
道
部
門
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者
で

あ
䣬
て
䣍
選
択
科
目
と
し
て
水
道
環
境
を
選
択
し

た
も
の
は
䣍
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
三
条

第
八
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
䣍
同
法
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
上
下
水 

【第 50 号 水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例等の一部を改正する条例案】          

2
8



 
【

議
案

補
充

説
明
】
 

に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者
で
あ
䣬
て
䣍
選
択
科

目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
を
選
択
し

た
も
の
と
み
な
す
䣎 

道
部
門
に
係
る
も
の
に
合
格
し
た
者
で
あ
䣬
て
䣍

選
択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
を

選
択
し
た
も
の
と
み
な
す
䣎 

附 
則 

１ 

こ
の
条
例
は
䣍
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
水
道
の
布
設
工
事
䣍
布
設
工
事
監
督
者
の

資
格
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
定
め
る
条
例
第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修

了
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
䣍
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
同
号
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
䣎 

 

提
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行
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部
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み
䣍
布
設
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事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
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格
に
つ
い
て

の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
䣎
こ
れ
が
䣍
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
䣎 

【第 50 号 水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例等の一部を改正する条例案】        
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【議案補充説明】 

３ 議案第52号 三重県飲酒運転〇
ゼロ

をめざす条例の一部を改正する条例案 

 

１ 改正理由 

  道路交通法の一部改正に伴い、規定を整理するものです。 

 

２ 概要 

 「三重県飲酒運転〇
ゼロ

をめざす条例」（以下「飲酒運転〇
ゼロ

条例」という。）は、飲酒運転

の根絶に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民が安心して暮らすことの

できる社会の実現に資することを目的として、平成 25 年６月に議員提出条例として制

定されました。 

令和４年４月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、飲酒運

転〇
ゼロ

条例において引用している道路交通法第117条の２及び同法第117条の２の２に第

２項が新設されました。その施行については、令和４年10月１日に行われています。 

当該法律の改正により飲酒運転〇
ゼロ

条例について、項の追加による形式的な修正を行い

ます。 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行 
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【第 52 号 三重県飲酒運転〇
ゼロ

をめざす条例の一部を改正する条例案】 
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【所管事項説明】 

 

１ 三重県人権センター常設展示室のリニューアルについて 
 

１ 経緯 

（１）常設展示室について 

県では、部落差別（同和問題）をはじめとするあらゆる差別をなくしていく

ため、啓発、相談等の拠点施設として平成８年に三重県人権センターを設置し

ました。 

その中でも常設展示室は、人権尊重の思想を広く県民に普及していくため

の施設とし、子どもから大人までの全ての県民を対象に人権問題をわかりや

すく理解していただけるよう、県内の歴史的事実や生活文化に焦点を当てた

資料を展示しています。 

 

（２）常設展示室リニューアルの検討 

令和６年度から、施設の老朽化に伴う改修と展示内容の見直しを行うため

の検討委員会を立ち上げ、検討を進めています。 

 

２ 常設展示室リニューアルの検討状況 

（１）現状と課題 

展示内容は開館当時から大きく変わっておらず、新たな人権問題や人権関

係の法律及び条例の改正に対応できていないところがあります。また機器の

故障等により一部休止している展示もあり、啓発の拠点として機能を十分に

発揮しているとは言えない状況です。 

特に子どもたちが人権について学ぶには、展示解説の文字数が多く、難しい

という指摘があります。差別はよくないと認識しているだけで、自分には関係

ないと捉えてしまうことのないように、まずは人権を身近に感じてもらうた

めの展示が必要です。 

 

（２）検討委員会における検討 

 リニューアルの方向性については、有識者や関係団体で構成する検討委員

会で議論いただいています。 

＜開催状況＞ 

第１回 令和６年 10 月３日 

   第２回 令和６年 12 月 19 日 

   第３回 令和７年２月 20 日 

   第４回 令和７年３月（予定） 

＜主な意見＞ 

・展示の情報量がかなり多く、文字も細かい。 

・「人権が自分を守ってくれている」「人権は他人事ではない」という点に気

づいてもらえることが大切。 

・差別についての展示のみとなると、差別体験がない場合、人権は自分にと

って他人事と考える傾向が生まれてしまう。 

・「着地点はここ」と誘導することのないように、見学者に考えてもらう余

地を残す展示の方が印象に残る。 

・部落差別を中心に、そこからさまざまな人権課題へ広げてもらいたい。 
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【所管事項説明】 

 

 

（３）リニューアルの基本的な考え方 

 部落差別（同和問題）をはじめさまざまな人権課題についての学びを通じ、

自分事として捉えるきっかけの場となることをめざし、以下の考え方で検討

しています。 

・見学者に自身が人権の主体であることや、無自覚の差別心にも気づきを 

与えられる展示 

・メンテナンス費用が高額な設備をリニューアルし、維持管理コストを削減 

・更新が容易な展示となるよう、デジタル技術を活用 

・文字は大きく、文字数は少なく、小中学生にもわかりやすい文章表現 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年度   基本計画策定 

令和８年度   基本設計 

令和９～10年度 リニューアル改修工事・展示物制作 

令和11年度    リニューアルオープン 
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三重県人権センター 常設展示室リニューアルについて

文字を大きく、文字数を減らして、詳細の解説は
リーフレットや二次元コードを活用
・日常に潜む差別についての学習ツール作成
・体験型の展示、気づきを与える展示で、来館者の
興味や関心を高める
・来館者が繰り返し来てもらえるような工夫

リニューアルに向けてのスケジュール（予定）

令和6年度～ 検討開始
令和7年度 基本計画策定
令和8年度 基本設計
令和9～10年度 リニューアル改修工事

・メンテナンス費用が高額な設備をリニューアルし、
維持管理コストを削減
・LED照明の導入による展示品の劣化軽減

②人権を身近に感じる展示の必要性

・常設展示室見学者数は減少傾向
・小・中学生には展示解説が難しいという声も
・まずは人権を身近に感じてもらうための工夫が必要

① 展示内容の更新の必要

・開館以来、展示内容に大きな変更なし
・新たな人権課題や人権関係法令の制定等への対応が必要

③ 展示の一部休止・不具合

・映像機器の故障等による展示の休止
・維持管理コスト削減の必要

部落差別（同和問題）をはじめとするあらゆる差別をなくしていく
ことを目的に、人権問題を分かりやすく理解していただくよう、
県内の歴史的事実や生活文化に焦点を当てた展示

人権啓発・教育の拠点施設である三重県人権センターの機能強化を図るため、常設展示室をリニューアル

・法や条例の制定・改正についての展示を追加
・更新が容易な展示となるよう、デジタル技術を活用
・様々な人権課題について学べるよう、常設展示室前
のアトリウム企画展の充実

現状と課題 リニューアル後

学びを通じて人権を自分事として捉えるきっかけに！

見たり、聞いたり、触れたりできる楽しい展示で利用者数増へ！

一部休止中のタッチパネル

別紙

3
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【所管事項説明】 
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【所管事項説明】 

２ 「男女共同参画とジェンダーギャップに関する県民意識調査」の結果概要について 

 

 第３次三重県男女共同参画基本計画に基づく実施計画の改定（令和７年度予定）にかかる 

基礎資料とするとともに、三重県における経済分野等のジェンダーギャップ（男女間の格差）

の解消に向けた取組課題を把握するため、男女共同参画とジェンダーギャップに関する県民の

意識や生活状況を調査、把握するとともに、県民の意識の推移と生活状況の変化を明らかにす

ることを目的として、本調査を実施しました。 

 

１ 調査の概要 

  調査対象：県内在住の満18歳以上の方3,000人（無作為抽出） 

  調査方法：郵送配付、郵送及びインターネットによる回答 

  調査期間：令和６年８月９日～９月13日 

  回収結果：有効回収数1,160件（有効回収率38.7％） 

 

２ 回答者の属性 

性別 男性41.5％、女性56.9％、どちらともいえない、または答えたくない0.9％、 

無回答0.7％ 

年代 10歳代1.1％、20歳代5.7％、30歳代11.5％、40歳代18.1％、 

50歳代24.8％、60歳代22.9％、70歳代13.8％、80歳以上1.6％、無回答0.5％ 

地域 北勢地域45.8％、中南勢地域28.9％、伊勢志摩地域11.0％、伊賀地域9.0％ 

東紀州地域3.8％、無回答1.6％ 

 

３ 調査結果の概要 

（１）性別による役割分担に同感する割合 

   「男は仕事、女は家庭」という考え方について、「同感する」と「どちらかといえば同

感する」を合わせた割合は全体で16.2％でした。 

   前回の令和元年度調査と比較すると7.1ポイント減少しています。 

 【表１】「男は仕事、女は家庭」という考え方について            （％） 

 今回 前回（R1） 前々回（H27） 

同感する、どちらかといえば同感する 16.2 23.3 31.8 

同感しない、どちらかといえば同感しない 73.3 68.7 60.4 

  ※内閣府の令和４年度調査では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という 

考えについて、「賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせた割合は33.4％ 

 

（２）家庭や職場などで性別による役割分担があると感じている割合 

   家庭や職場などにおける「男女の性別による役割分担」について、「感じている」と

「やや感じている」を合わせた割合は、「家庭」が 73.2％と最も高く、次いで「職場」が

61.5％、「政治」が60.9％となっており、いずれも６割を超えています。 

 【表２】男女の性別による役割分担について                 （％） 

 家庭 職場 地域 学校 政治 

感じている、やや感じている 73.2 61.5 50.8 29.8 60.9 

感じたことはない、あまり感じたことはない 12.2 14.4 9.7 14.8 7.3 
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【所管事項説明】 

（３）家事などの役割分担の状況 

   家庭における家事などの役割分担について、「ほとんど妻がしている」と「妻が中心だ

が夫も行う」を合わせた割合は、「家事」が 86.3％と最も高く、次いで「育児」が 65.3％

となっています。 

 【表３】家庭における家事などの役割分担                  （％） 

 家事 看護・介護 育児 PTAや地域の行事参加 

ほとんど妻がしている 

妻が中心だが夫も行う 
86.3 44.4 65.3 42.4 

平等に分担している 9.3 11.6 12.9 17.1 

夫が中心だが妻も行う 

ほとんど夫がしている 
2.9 4.5 0.4 27.8 

夫婦ともほとんどしない 0.1 10.0 1.9 2.8 

 

（４）男性の家事や育児等への参画に必要なこと 

   男性が女性とともに家事や育児などに積極的に参画していくために必要なことについて、

「育児や介護に関する休暇・休業制度や短時間勤務制度を利用しやすくする」が 44.9％と最

も高く、次いで「男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきたりを改める」が

35.9％、「夫婦の間で家事などの分担をするように十分に話し合う」が 34.1％となってい

ます。 

 【表４】男性が女性とともに家事や育児などに積極的に参画していくために必要なこと（複数回答）   （％） 

男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきたりを改める 35.9 

男性は仕事中心という社会全体の風潮を改める 29.9 

男性の仕事中心の生き方、考え方を改める 19.4 

妻が夫に経済力や出世を求めない 9.3 

育児や介護に関する休暇・休業制度や短時間勤務制度を利用しやすくする 44.9 

男性の男女共同参画に対する関心を高める 9.1 

夫婦の間で家事などの分担をするように十分に話し合う 34.1 

男性が家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくす 5.2 

男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくす 19.5 

仕事と家庭の両立などの問題について相談できる窓口を設ける 6.9 

家事などを男女で分担するようなしつけや育て方をする 29.7 

その他・わからない・無回答 9.4 

 

（５）昇進やキャリアアップの希望 

   現在の職場での昇進やキャリアアップを「したくない」と答えた割合は、全体では

37.0％となっており、男女別でみると男性は32.4％、女性は40.8％となっています。 

 【表５】現在の職場での昇進やキャリアアップの希望             （％） 

  全体 男性 女性 

したい 25.7 32.4 20.5 

したくない 37.0 32.4 40.8 

わからない 29.9 28.5 30.8 

無回答 7.5 6.7 7.9 
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【所管事項説明】 

（６）昇進やキャリアアップをしたくない理由 

   現在の職場での昇進やキャリアアップをしたくない理由について、男女とも「責任が重

くなるのが嫌だから」の割合が最も高くなっています。 

   男女で比較すると、「責任が重くなるのが嫌だから」の割合は男性が 55.6％と女性より

13.0 ポイント高い一方で、「仕事と家庭の両立が困難だから」の割合は女性が 39.6％と男

性よりも10.2ポイント高くなっています。 

 【表６】現在の職場で昇進やキャリアアップをしたくない理由（複数回答）   （％）  
男性 女性 

 
男性 女性 

責任が重くなるのが嫌だから 55.6 42.6 仕事と家庭の両立が困難だ

から 

29.4 39.6 

時間外労働が増えるから 37.3 27.4 今のままで不満はないから 19.0 24.9 

自分の能力に自信がないから 31.0 31.5 メリットがないから 31.7 19.3 

いつまでもこの会社で働き続ける

つもりがないから 

21.4 21.3 その他 10.3 4.1 

同僚からねたまれるのが嫌だから 3.2 2.0 無回答 0.0 0.5 

転勤があるから 7.1 3.6 
   

 

（７）過去に離職をした理由 

   過去に離職をした理由について、男性は「職場の人間関係」の割合が16.2％と最も高く、

次いで「定年退職」の割合が12.9％「その他」の割合が11.9％となっています。 

   一方、女性は「結婚」の割合が 29.2％と最も高く、次いで「出産」の割合が 21.8％、

「職場の人間関係」の割合が16.5％となっており、男女により違いがみられます。 

 【表７】過去に離職した理由（複数回答）                  （％） 

項目 男性 女性 項目 男性 女性 

結婚 2.9 29.2 自分、家族の健康上の理由 6.7 12.1 

出産 0.6 21.8 家族の理解や協力が得られない 0.6 1.5 

育児 0.2 10.2 雇用整理、会社の倒産 8.5 6.1 

介護 1.9 5.2 定年退職 12.9 3.9 

職場の人間関係 16.2 16.5 その他 11.9 7.0 

配偶者の転勤 0.4 5.6 無回答 51.8 28.6 

※無回答には「過去に離職したことがない」人も含まれます。 

 

（８）女性が出産等を理由に離職せず働き続けるために必要なこと 

   女性が出産等を理由に離職せず同じ職場で働き続けるために、家庭・社会・職場におい

て必要なことについて、「保育所や学童保育など、子どもを預けられる環境の整備」の 

割合が66.9％と最も高く、次いで「職場における育児・介護との両立支援制度の充実」の

割合が27.2％、「男性の家事・育児への参加、参画」の割合が26.1％となっています。 

 【表８】女性が出産等を理由に離職せず働き続けるために必要なこと（複数回答）     （％） 

保育所や学童保育など、子どもを預けられる環境の整備 66.9 

介護支援サービスの充実 16.1 

家事・育児支援サービスの充実 23.9 

男性の家事・育児への参加、参画 26.1 

女性が働き続けることへの家族の理解や意識改革 15.4 
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女性が働き続けることへの職場の理解や意識改革 24.6 

働き続けることへの女性自身の意識改革 6.9 

男女双方の長時間労働の改善を含めた働き方改革 16.9 

職場における育児・介護との両立支援制度の充実 27.2 

短時間勤務制度や在宅勤務制度などの導入 19.8 

育児や介護による仕事への制約を理由とした昇進などへの不利益な取扱いの禁止 8.9 

その他・わからない・無回答 6.4 

 

（９）女性の働き方に関する考え方 

   女性の働き方に関する考え方について、「子どもができても、産前・産後休暇や育児休

業等を利用しながら、ずっと働き続ける方がよい」の割合が53.9％と最も高くなりました。 

   令和元年度調査と比較すると、6.7 ポイント増加しており、女性が結婚や出産に関わら

ず、キャリアを継続して働き続ける方がよいと考える人が増加しています。 

 【表９】女性が働くことへの考え方                     （％） 

項目 今回 前回 

女性は働かない方がよい 0.3 0.4 

結婚するまでは働く方がよい 1.3 3.0 

子どもができるまでは、働く方がよい 2.9 3.9 

子どもができても、産前産後休暇や育児休業等を利用しながらずっと働き続ける方がよい 53.9 47.2 

子どもができたら一旦退職し、子育てが落ち着いたら再び働く方がよい 24.1 29.9 

その他・わからない・無回答 17.5 15.6 

 

 

４ 調査結果の活用 

  今回の調査結果より、「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担意識に同感す

る割合は低くなりつつあるものの、社会の様々な分野で性別による固定的な役割分担は、依

然として根強く残っていることがわかりました。 

  県では調査結果を以下のように活用し、施策・取組を推進していきます。 

 ・第３次三重県男女共同参画基本計画に基づく実施計画の改定やジェンダーギャップ解消に

向けた戦略の策定などの基礎資料等として活用するとともに、関係部局に情報共有し本調

査の結果を参考にして事業の実施等をしていきます。 

 ・固定的な性別役割分担意識の解消、家庭・地域等への男性の参画、家庭における役割分担

の話し合いの推進、男女共同参画センターによるイベントや出前講座など様々な取組にお

いて、本調査の結果を反映した取組を行います。 

 ・各市町に対して本調査結果を活用した男女共同参画や性の多様性に関する研修を行うとと

もに、調査結果を情報共有し、市町における施策の推進を促していきます。 

 ・調査結果は令和７年３月中旬に県ホームページに掲載します。 
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３ 「三重県性暴力の根絶をめざす条例（仮称）」（中間案）について 
 

１ 検討状況 

「三重県性暴力の根絶をめざす条例（仮称）」（以下「条例」という。）の制定に向

けて、条例の骨子案については、令和６年 11 月 26 日開催の第３回「三重県性暴力

の根絶をめざす条例（仮称）」検討懇話会（以下「懇話会」という。）において意見

を聴取し、また、同年 12 月９日開催の環境生活農林水産常任委員会において調査い

ただいたところです。骨子案に対するご意見及び令和７年２月 21 日開催の第４回懇

話会における中間案（素案）に対する委員からのご意見をふまえ、「別冊１」のとお

り中間案を作成しました。 

 

２ 条例の中間案の概要（別紙） 

（１）前文 

前文では、条例制定の背景や趣旨を明らかにします。 

誰もが安全で安心して暮らせる社会の実現がすべての県民の願いである一方、

個人の尊厳を侵害する性暴力が身近に存在していること、また、性暴力の責任は全

て加害者にあるにも関わらず、二次被害に苦しむ被害者や声を上げたくても上げ

られない被害者が存在していることを条例制定の背景として明らかにしています。 

また、この条例により、性暴力被害者に対する中長期にわたる途切れない支援

や子どもを性暴力から守ること、さらに、性暴力を決して許さない強い意思の下、

性暴力を根絶させることが必要であり、被害者に寄り添い支えるとともに、性暴力

のない三重県をめざし、すべての県民がお互いに尊重し、安全に安心して暮らせる

社会の実現を図っていくことを本条例の趣旨としています。 

 

（２）第１章 総則 

ア 目的（第１条） 

この条例によって、性暴力の根絶や性暴力被害者等の支援に関する施策（以

下「性暴力の根絶をめざす施策」という。）の推進に当たっての基本理念や基本

となる事項のほか、県の責務を定めるとともに、性暴力の根絶をめざす施策を

総合的かつ計画的に推進します。 

これにより、性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るとともに、性暴力被

害者を支援することで県民等が安全に安心して暮らせる社会の実現に寄与する

ことを目的とします。 

 

イ 定義（第２条） 

性暴力について、県民等に分かりやすく伝わるよう、性犯罪、性的虐待、配

偶者等性暴力、デートＤＶやセクシュアル・ハラスメント等を列挙し、「特定の

者の身体又は精神に対し、その者の同意なく行われる性的な行為であって、そ

の者の性的な問題を自ら決定する権利又は性的な問題に関する身体、自由、精

神、尊厳その他その者の権利利益を害する行為」と定義します。 

性暴力のほか、性犯罪となる罪をはじめ、デートＤＶ、セクシュアル・ハラ

スメント、性的脅迫、デジタル性暴力、アスリート等盗撮及び二次被害など、本

条例での基礎的かつ重要な用語を定義します。 
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ウ 基本理念（第３条） 

性暴力の根絶に関する基本的な考え方を示し、以下のとおり５つの基本理念

を規定します。 

   ① 性暴力は極めて悪質で許されない行為であることから、根絶していかなけ

ればならないこと。 

   ② 性暴力被害者等を社会全体で支えることを第一とし、性暴力被害者等の意

思及び立場を尊重することを基本とすること。 

   ③ 差別や偏見を払拭し、二次被害の防止に最大限の配慮を行うこと。 

   ④ 必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として推進されなけれ

ばならないこと。 

   ⑤ 子どもが性暴力を防止する知識を身に着けるための教育及び啓発をまずは

行い、性被害が発生した場合は、早期発見並びに被害を受けた子どもの迅速

な支援のため、関係機関等が連携協力すること。 

 

エ 県の責務（第４条） 

性暴力の根絶をめざす施策を策定し、実施する責務を有することを規定しま

す。また、施策の策定及び実施に当たっては、国、市町、民間支援団体等と相互

に連携を図るとともに、必要な情報の収集及び活用に努めることを規定します。 

 

オ 県民等、市町、学校等、事業者、医療機関、民間支援団体の役割（第５～10 条） 

基本理念にのっとり、性暴力被害者等への支援や二次被害の防止に努めるこ

と及び県が実施する性暴力の根絶をめざす施策に協力するよう努めることを規

定します。 

なお、「県民等」とは、県民のほか、県内で就労又は就学する者及び県内に滞

在する者をいいます。 

また、「学校等」とは、学校教育法で規定する学校（幼稚園、小・中学校、高

等学校、大学及び特別支援学校、高等専門学校）、児童福祉施設（保育所、児童

養護施設等）、専修学校、認定こども園のほか、学習塾やスポーツクラブなど、

子どもに対して技芸又は知識の教授を行う事業を行うものをいいます。 

 

（３）第２章 推進体制の整備（第 11～14 条） 

県は、性暴力の根絶をめざす施策を総合的かつ効果的に推進するため、必要な

体制を整備するよう努めるとともに、推進計画を定めることを規定します。 

さらに、県は、条例に定める施策の実施に携わる人材の育成及び支援のため、必

要な専門的知識や技術について、情報の提供その他必要な施策を講ずることを規

定します。 

 

（４）第３章 基本的施策 

  ア 第１節 性暴力の予防（第 15～17 条） 

学校等の設置者は、子ども及びその保護者に対して、その発達の段階に応じ

た性暴力の根絶に資する総合的な教育又は啓発を行うよう努めることを規定し

ます。 

また、県は、性暴力被害者等の支援の必要性及び二次被害の防止について、

県民の理解促進のため広報・啓発活動その他の必要な施策を講ずること、県民

が性暴力の根絶に自主的かつ積極的に取り組めるよう、気運の醸成に努めるこ

とを規定します。 
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  イ 第２節 性暴力被害者等に対する支援（第 18～21 条） 

県が設置している「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」についての規

定を整備するため、性暴力被害者等の支援に関する総合的な窓口を設置し、支

援を行うことを規定します。 

また、県は、県民等が性被害を受けた場合、早期に相談窓口につなげられる

よう警察、関係機関と連携を図ることや、子どもに対する性暴力を早期に発見

し、適切な対応を行うことができるよう必要な施策を講ずることを規定します。 

さらに、県は性暴力被害者等からの相談に適切に対応し支援を行うために必

要な施策を講ずるとともに、関係機関と緊密に連携し、支援が早期かつ適切に

行われるよう取り組むことを規定します。 

加えて、三重県犯罪被害者等支援条例（以下「支援条例」という。）では広く

犯罪被害者等への支援について規定していることから、支援条例への委任によ

り、支援条例とともに性暴力被害者等を支援することを明示します。 

 

  ウ 第３節 性暴力のない社会の構築（第 22、23 条） 

県は、性暴力加害者やその家族などからの相談に応じる体制を整備し、再発

防止等に必要な支援に努めること、また、加害者が子どもの場合は、発達段階に

応じた教育その他必要な支援に努めることを規定します。 

また、県、学校等及び事業所は性暴力が発生しない環境づくりに努めるとと

もに、県は、必要な情報の提供、広報及び啓発などの施策を講ずることを規定し

ます。 

 

（５）第４章 雑則（第 24、25 条） 

この条例に基づく施策を推進するにあたって取得した個人情報を適切に管理し

なければならないことを規定します。 

また、性暴力の根絶をめざす施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ず

るよう努めることを規定します。 

 

３ 第４回懇話会での主な意見 

（「前文」について） 

・前文には被害者支援のことしか書かれていないため、加害者にも触れることが必

要ではないか。 

（「第１章 総則」（第１～10 条）について） 

 ・子どもは守られるだけでなく、主体的に学ぶことで性暴力の防止につながること

を「基本理念」で記載してはどうか。 

（「第２章 推進体制の整備」（第 11～14 条）について） 

・「人材の育成及び支援」について、被害者やその家族を直接支援する相談員だけで

なく、条例の施策に関わる者に対する支援が必要ではないか。 

（「第３章 基本的施策」「第４章 附則」（第 15～25 条）について） 

 ・集中的に取り組む期間の名称について、広く県民に受け入れられるよう、「性暴力

のない社会をめざす週間」としてはどうか。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年３～４月 パブリックコメントの実施 

５月 第５回懇話会 

６月 環境生活農林水産常任委員会（条例最終案） 

９月 定例月会議 条例案提出 
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三重県性暴力の根絶をめざす条例（仮称）中間案（概要）

第２章 推進体制の整備

第１章 総則

第４章 雑則

第１節 性暴力の予防

第３章 基本的施策

前文

第２節 性暴力被害者等に対する支援

第３節 性暴力のない社会の構築

構成
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４ 「三重県消費者施策基本計画」（最終案）について 

 

１ 検討状況 

「三重県消費者施策基本計画」については、令和６年12月９日開催の環境生活農林水

産常任委員会において中間案を調査いただいた後、パブリックコメントを実施し、県民

からの意見を公募するとともに、県内市町や関係部局に意見照会を行いました。 

それらをふまえ、令和７年２月10日開催の第３回三重県消費生活対策審議会にて審議

を行い、その答申に基づき、「別冊２」のとおり最終案を取りまとめました。 

なお、その概要については、「別紙」のとおりです。 

 

２ パブリックコメントの対応状況 

（１）実施期間：令和６年12月11日（水）～令和７年１月10日（金）（31日間） 

（２）寄せられた意見数：１件（１名） 

    うち反映するとした意見数：１件 

（３）ご意見の概要と対応状況 

項目 ページ ご意見の概要 
対応
区分 ご意見に対する考え方 

第３章 
第２項 
３ 取引の
安全の確保 

最終案
Ｐ32 

特定商取引法の対象と
ならないセルフエステ
等の事業者による不当
取引行為への対策につ
いて、具体的に記述す
るべきである。 

反映
する 

悪質商法対策の充実・強化に
向け、特定商取引法の対象と
ならない商取引における不当
取引行為についても、三重県
消費生活条例に基づき調査・
指導等を行う旨を追加しまし
た。 

 

３ 今後の方針 

  「三重県消費者施策基本計画」に基づき、県民の消費生活の安定および向上を図るた

め、市町や関係機関等と連携し、本県の消費者施策のさらなる推進に取り組みます。 
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①【新規】相談体制のＤＸ化
相談者の利便性向上（Webによる相談予約、

メール相談等の相談手法の多様化など）および
相談員の業務支援（同様の相談対応事例の自動
表示など）による消費生活相談体制の充実

② 国際化の進展への対応
「みえ外国人相談サポートセンター(MieCo)」
において外国人住民等からの相談を受付

● 商品・サービスの適正な表示の確保
事業者に適正な表示を行うよう行政処分や指導を行うほか、景品表示法に基づく事業者

への調査を実施し、消費者を不当に惑わす表示を規制するとともに、ステルスマーケティ
ングに対する監視を強化

● 市町との連携と支援
消費者月間等において、県と市町で啓発イベ

ント（大型商業施設での街頭キャンペーン等）
を共同で開催するなど、市町との連携を強化

●【新規】進行管理
みえ元気プランに記載のKPIに加え、多様化・

複雑化する課題に対応するための評価指標を設定

目標値
（R11）

現状値
（R6.12月
末時点）

評価指標一覧（一部抜粋）

48回24回高齢者等を中心とした消費者トラブ
ルの未然防止に向けた情報発信回数

50.0％ー※エシカル消費の認知度

12件５件景品表示法に係る調査件数

360人260人消費生活相談員等勉強会の参加者数

●実際のものより著しく優良と誤解させるような表示など、
消費者に誤解を招く不適切な表示などが依然として存在

第２項 消費者の安全・安心と適正な取引等の確保

三重県消費者施策基本計画について（最終案の概要）【計画期間:令和７年度～令和11年度】 環境生活部くらし・交通安全課

①複雑化する各種相談への適切かつ迅速な対応
②外国人住民の増加に伴い、外国人からの相談が増加（再掲）
③市町における相談体制の充実（消費者安全確保地域協議会
（見守りネットワーク）設置自治体は３市１町のみ）
④SNS型投資・ロマンス詐欺等特殊詐欺の消費者被害の増加

第３項 消費者被害の防止・救済

第
３
章

消
費
者
施
策
の
具
体
的
展
開

第１章「三重県消費者施策基本計画」策定の考え方

●市町における消費者施策の取組にかかる情報発信力および
イベント等における集客力が低迷

●計画の進捗状況を把握し、実効性を評価する指標がない

第４章 消費者行政の総合的・効果的推進

●本県の高齢者（65歳以上）人口の割合は、令和２年29.9％、令和22年には37.4％（推計）
高齢者世帯に占める一人暮らし世帯の割合は、令和２年30.6％、令和22年には37.6％（推計）

●民法改正による成年年齢引き下げにより18,19歳の若年者が保護対象外となった
●スマートフォンを保有している世帯の割合は、令和5年度には90.6％まで増加
●令和５年12月末時点の外国人住民数は、62,561人と過去最多を更新（県内総人口に占める
外国人住民の割合:3.56％）

三重県消費者施策基本指針は、消費者基本法第４条「地方公共団体は、国の施策に準じて
施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責
務を有する」及び三重県消費生活条例第3条「県民の消費生活の安定及び向上を図るため
に必要な消費者施策を策定し、及びこれを実施するもの」に基づき、消費者施策を計画的
に展開していくために策定

＜現行指針の課題＞

改
定
の
ポ
イ
ン
ト
（
主
な
変
更
点
）

第２章 消費者を取り巻く現状と課題

①18,19歳からの儲け話（副業）や美容（脱毛エステ）等に
関する相談が依然として高位

②60歳以上からの相談が全体の約４割と高位、外国人住民の
増加に伴い、外国人からの相談が増加

③教育機関のみならず、地域や職域での消費者教育の実施
④投資詐欺等に騙されないための金融リテラシー向上
⑤カスタマーハラスメントの対応
⑥エシカル消費の認知度が34.9％と不十分

第１項 自主的かつ合理的な消費行動への支援
（消費者教育推進計画）

① 高校生期における消費者教育の推進、教職員の
指導力向上
青少年消費生活出前講座の実施強化、教職員に

対する消費者教育にかかる研修の受講促進
② 高齢者や障がい者等に対する消費者教育の推進、
外国人に対する消費者教育の推進
社会福祉協議会や地域包括支援センター等への

働きかけ、高齢者への出前講座等の実施強化、
多言語行政生活情報ホームページ（MieInfo）を
活用した情報発信、多言語に対応した出前講座や
チラシ作成等による啓発の強化

③ 「消費者啓発地域リーダー」の養成、事業者に
おける消費者教育の推進
大学生等が消費者教育の担い手となる学生消費者

リーダーの育成、企業における消費者教育を支援

④【新規】金融リテラシー向上に向けた消
費者教育の推進
三重県金融広報委員会と連携し、

J-FLEC(金融経済教育推進機構)による
金融経済教育の促進

⑤【新規】カスタマーハラスメント防止に
向けた対策
事業者側に適正な内容・方法で意見を

伝えるためのポイント等について出前講
座等による消費者教育・啓発を実施

⑥ 社会的課題に配慮した消費行動の促進
エシカル消費の認知度向上に向けた、

みえ環境フェア等への出展などをとお
した普及啓発を推進

③ 市町の消費生活相談体制充実のための
支援と連携
「三重県消費生活相談員人材バンク」に

よる相談員の人材確保や広域連携等も含め
た市町消費生活センターの設置を促進

④【新規】特殊詐欺等被害防止対策の推進
特殊詐欺等被害を未然防止するための

啓発を推進するとともに、関係機関と連携
した被害防止対策を強化

※令和６年度に実施した県電子アンケート（e-モニター）におけるエシカル消費の認知度は34.9％

別紙
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【所管事項説明】 

５ 各種審議会等の審議状況について 

（令和６年 11 月 21 日～令和７年２月 16 日） 

 

 

１ 三重県環境審議会 

１審議会等の名称 三重県環境審議会 

２開催年月日 令和６年12月26日 

３委員 会 長 喜岡 渉 

副会長 坂倉 健二、森 秀美 

委 員 伊藤 直子  他19名 

４諮問事項 （１）「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」の規制の

あり方について 

（２）「三重県循環型社会形成推進計画」の策定について 

５調査審議結果 （１）「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」の規制の

あり方について、最終案の審議が行われ、了承された。 

（２）「三重県循環型社会形成推進計画」の策定について、「廃

棄物部会」の設置が了承され、部会委員の指名が行われた。 

６備考 次回開催日：未定   

 

 

２ 三重県立図書館協議会 

１審議会等の名称 三重県立図書館協議会 

２開催年月日 令和７年１月17日（書面開催） 

３委員 会 長 東福寺 一郎 

副会長 林 千智 

委 員 秋山 則子  他７名 

４諮問事項 なし 

５調査審議結果 「三重県立図書館運営計画（仮称）」中間案について、意見聴取

を行った。 

６備考 次回開催日：令和７年３月13日 
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【所管事項説明】 

３ 三重県男女共同参画審議会 

１審議会等の名称 三重県男女共同参画審議会 

２開催年月日 （１）令和６年11月26日（第２回第２部会） 

（２）令和６年12月11日（第２回第３部会） 

（３）令和７年２月13日（第２回全体会） 

３委員 （１）第２回第２部会 

 部会長  藤枝 律子 

 副部会長 芦葉 甫 

 委 員  赤坂 知之  他４名 

（２）第２回第３部会 

 部会長  小林 慶太郎 

 副部会長 山口 颯一 

 委 員  伊藤 由幸  他２名 

（３）第２回全体会 

 会 長 三田 泰雅 

 副会長 大平 肇子 

 委 員 赤坂 知之   他15名 

４諮問事項 なし 

５調査審議結果 県が実施する男女共同参画施策の実施状況への評価および知事

への提言案について審議が行われた。 

６備考 次回開催日：未定 

 

 

４ 三重県消費生活対策審議会 

１審議会等の名称 三重県消費生活対策審議会 

２開催年月日 令和７年２月10日 

３委員 会 長 東 珠実 

副会長 鈴木 克彦 

委 員 市森 幸子  他12名 

４諮問事項 三重県消費者施策基本指針の改定について 

５調査審議結果 「三重県消費者施策基本計画」について、最終案の審議が行われ

、承認された。 

６備考 次回開催日：令和７年８月頃 
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【所管事項説明】 

５ 三重県公害審査会 

１審議会等の名称 三重県公害審査会 

２開催年月日 令和７年１月27日 

３委員 会 長  下井 良基 

会長代理 石川 友裕  他11名 

４諮問事項 なし 

５調査審議結果 委員改選に伴う会長・会長代理の選出等が行われた。 

６備考 次回開催日：未定 

 

 

６ 三重県自然環境保全審議会 温泉部会 

１審議会等の名称 三重県自然環境審議会 温泉部会 

２開催年月日 令和７年２月４日 

３委員 部会長 宮岡 邦任 

委 員 纐纈 佑衣  他３名 

４諮問事項 温泉法に基づく動力装置の許可について 

５調査審議結果 温泉法第11条第１項に基づく動力装置許可申請（松阪市内）につ

いて審議が行われ、許可が適当であると決議された。 

６備考 次回開催日：未定 
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